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 指導的地位に占める女性割合をみると、条例及び県計画を策定以降、あらゆる分野で着実に

上昇しているものの、県審議会等委員を除くと 30％に達しておらず、全体として依然低い水準

である。 
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兵庫県における男女共同参画社会づくりの状況 

 

 

 

県では、新たな分野での活躍や政策・方針決定過程にかかわる機会の確保に向け、

さらなる活躍をめざす女性を支援するために、女性のチャレンジ支援に関する取組な

どを進めている。各分野で指導的地位に立つ女性の割合は上昇しているものの、全体

としては依然低い水準である。 

 

(1) 方針決定過程への女性の参画 
 

各分野で指導的地位に占める女性割合は上昇しているが、全体として低い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考：兵庫県企画県民部調べ 

※対象範囲：知事部局、議会事務局、各種行政委員会、企業庁、病院局(県立病院除く) 

■各分野における指導的地位に占める女性割合（兵庫県） 

1 さまざまな分野で活躍する女性の割合 

※ 
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 県職員の管理職に占める女性割合

は 13.5％で、前年（11.5％、全国平均

10.3％、全国 13 位）より 2 ポイント

上回っている。 

 市町においては 17.7％で、前年

（17.0％、全国平均 15.3％、15位）よ

り 0.7ポイント上回っている。 

 

（＊管理職：本庁課長相当職以上） 

 

 

 県の審議会等における女性委員の割合は 33.0％で、前年（33.5％、全国平均 37.1％、全国 37

位）と、ここ数年、ほぼ横ばいの状況が続いている。 

 

 

県の審議会等における女性委員割合は 33.0％ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性管理職の割合は、県職員 13.5％、市町職員 17.7％ 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■県・市町職員の管理職に占める女性割合（兵庫県） 

備考：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（各年 4月現在） 

※第６次男女共同参画率先行動計画（ひょうごアクション８）における女性管理職比率は 15％(R2.4.1) 

ただし、知事部局、議会事務局、各種行政委員会、企業庁、病院局(県立病院除く) 

■県の審議会等における女性委員割合（兵庫県） 

備考：兵庫県企画県民部調べ(各年 4月現在) 
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 平成 30年の県内医療施設に従事する女性医師割合は 21.4％（全国平均 21.9％）、女性歯科医師割

合は 19.2％（全国平均 23.8％）で、全国平均を下回るものの上昇傾向にある。また、女性薬剤師割

合は 76.7％（全国平均 65.6％）となっており、全国・兵庫県ともに低下傾向にある。 

  

 (2) 農業分野における女性の参画 
 

農業従事者に占める女性割合は減少、女性農業委員割合は微減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

(3) 医療分野における女性の参画 
 

女性の医師、歯科医師割合は増加傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 農業従事者に占める女性割合が減少するなか、

県内の農業委員に占める女性の割合は、増加傾向

にあり、令和２年３月末現在では、5.5％（1,076

人中 59人）となっている。 

 また、農業協同組合の正組合員に占める女性割

合は 28.5％(全国平均 22.4％)、女性役員は

10.2％(全国平均 8.0％）と、ともに全国平均を

上回っている。 

 

 

                                

 

          

                           

 
農業協同組合 
(うち女性) 

女性割合 
女性割合 
(全国) 

正組合員数 205,280 (58,574)人 28.5％ 22.4％ 

役員数     382(39) 人 10.2％ 8.0％ 

 

■農業就業人口に占める女性割合（兵庫県） 

備考：農林水産省「農林業センサス」 

備考：農林水産省「平成 30事業年度総合農協統計表 

 農業協同組合及び同連合会一斉調査」 

■県内の女性農業委員の状況（兵庫県） 

備考：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 

■女性歯科医師の割合（兵庫県） 

 

■女性薬剤師の割合（兵庫県） 

 

■女性医師の割合（兵庫県） 

備考：兵庫県農政環境部調べ（各年度 3月末現在） 
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＜全国の状況＞ 

備考：内閣府「男女共同参画白書」 、厚生労働省「平成 30年医師・歯科医師・薬剤師調査」 
原則として令和元年値 

■民間企業の役職別管理職に占める 

 女性割合（全国）（図 1-1） 

備考：内閣府「男女共同参画白書」 

    

■司法分野における女性割合 

（全国）（図 1-3） 

民間企業の管理職や司法分野における女性割合は緩やかに増加傾向であるが、依然とし

て低い傾向にある。国は「2020 年 30％目標」について､第５次男女共同参画基本計画(案)

では、「2020年代の可能な限り早期に 30％程度となるよう取組を進める」、「2030年代には、

誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがないよう

な社会を目指す」とした。（図 1-1、1-2、1-3）。 

■各分野における「指導的地位」に占める女性割合（全国）（図 1-2） 
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 地域活動をしている人の割合は、過去に参加したことがある人も含めると、男性は 50.9％、

女性は 54.9％である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 地域が抱える幅広い課題には、男女双方の視点から解決策に取り組むことが重要で

あるが、女性が意思決定過程に十分に参画しているとは言えない状況である。 

一方家庭では、パートナーからの暴力や児童虐待の相談件数が増加傾向にあり、暴

力被害者への支援や暴力根絶のための意識啓発など、一層の取組が必要となっている。 
 

(1) 地域活動への女性の参加・参画状況 
 

地域活動をしている人の割合は、男女で大きな差は見られない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会長はおよそ 15人に１人、ＰＴＡ会長はおよそ４人に１人が女性 

 

 

 

 

 

 
 
(2) 家庭での役割分担 

夫婦が共に協力していくべきという意識が高まっている 

 

 

 

 

 

 

 

 家庭での夫婦の役割分担のあり方について、「生活費の確保」は夫、「家事」「家計管理」は妻と

いう考えを持つ人が依然として多いが、「地域の行事参加等」、「子育て」や「高齢者等の介護・世

話」では、夫婦同程度と考える人が６割以上を占めるなど、夫婦が共に協力していくべきという

考え方も高まりつつある。 

 

 

 

 

 
 

 

■家庭での役割分担（兵庫県） 

備考：兵庫県「令和元年度第 2回県民モニターアンケート調査」（令和元年） 

２ 地域・家庭生活における男女共同参加・参画 

 自治会長に占める女性割合は 6.1％（全国平均

5.9％、全国 18位）、ＰＴＡ会長に占める女性割合は

22.0％（全国平均 15.0％）と、共に全国平均を上回

っている。 

区   分 女性割合 女性割合(全国) 

自治会長 (R1） 6.1％ 5.9％ 

ＰＴＡ会長(R1） 
(小中学校単位) 

22.0％ 15.0％ 

 

■地域活動リーダーの女性割合（兵庫県） 

備考：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成または女性に関する施策の推進状況」、「女性の政

策・方針決定参画状況調べ」、兵庫県 PTA協議会調べ 

■地域活動への参加割合（兵庫県） 

備考：兵庫県「県民意識調査」（令和元年） 
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 令和元年度に、県の配偶者暴力相談支援セン

ター（県女性家庭センター）、県立男女共同参画

センター、県警察本部及び市町等に寄せられた

ＤＶ相談件数を合わせると 19,171 件で、前年

（19,143件）より 28件増えており、増加傾向に

ある。 

 
 

 

 県及び市町における児童虐待相談受付件数は

年々増加傾向にあるが、令和元年度のこども家

庭センター（神戸市を除く）での主な虐待者は実

母が 48.6％で最も多く、次いで実父が 43.2％と

なっており、虐待者の約９割は実父母である。 

                            

 

 

 

 

 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方についての賛否には、近畿地方と全国と

で大きな差は見られない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 女性に対する暴力・児童虐待の状況 
 
ＤＶ相談件数は増加傾向にある 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

児童虐待相談件数は増加傾向にあり、主な虐待者は９割が実父母 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

■配偶者等からの暴力(ＤＶ)相談件数（兵庫県） 

備考：兵庫県健康福祉部調べ 

 

■こども家庭センターにおける 
  児童虐待相談受付件数（兵庫県） 

■児童への主な虐待者（兵庫県（神戸市を除く）） 

h 

■県内市町における児童虐待相談受付件数（兵庫県） 

備考：兵庫県健康福祉部調べ 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について、近畿地方では「賛成」と

する人の割合は 9.5％と全国平均（7.5％）を上回っているが、「どちらかというと賛成」を加え

た割合は、34.5％と全国平均（35.0％）を少し下回っているものの、ほぼ同じ割合である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

■性別による役割分担の意識（全国、近畿） 

備考：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年） 
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(4) 高齢者をめぐる状況 
 

ひとり暮らしの高齢者の７割は女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

高齢者虐待の対象は、女性がおよそ４分の３を占めており、虐待者は男性が多い傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(5) 心身の健康の保持・増進 
 

自殺者数は減少傾向であるが、約７割は男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 被虐待者の 73.1％は女性である。 

 一方で、高齢者を虐待するのは、息子が334

人(36.3％）と最も多く、次いで夫が 228 人

(24.8%)、娘が 167人(18.1%)となっており、

虐待者は男性が多い傾向にある。 
 

 

 

 

 

 

  

■虐待者の状況（複数回答）（兵庫県） 

■被虐待者の状況（兵庫県） 

 男性 女性 合 計 

人 数 239人 651人 890人 

割 合 26.9％ 73.1％ － 

 備考：兵庫県健康福祉部調べ「高齢者虐待の報告」（平成 30年度） 

 65 歳以上高齢者のうち女性の割合は 56.8％と過半数を占めており、75 歳以上になるとその割

合は 61.2％とさらに高くなっている。ひとり暮らし高齢者に占める女性割合は 69.7％（全国

67.5％）で、およそ４人に３人が女性である。 

 女性人口 女性割合 

65歳以上 841,885人   56.8％ 

75歳以上 425,453人  61.2％ 

備考：国勢調査人口等基本集計  

（平成 27 年度）  

■高齢者に占める女性割合（兵庫県） 

 女性人口 女性割合 女性割合（全国） 

ひとり暮らし高齢者 

（65歳以上） 
199,648人 69.7％ 67.5％ 

備考：国勢調査（平成 27 年度）  

■ひとり暮らし高齢者に占める女性割合（兵庫県） 

 令和元年の本県における自殺者

数は 877 人で、昨年より 77 人減少

している。このうち男性は 596人で

68.0％（全国 69.8％）、女性は 281

人で 32.0％を占めている（全国

30.2％）。 

 男女ともに自殺者数は減少傾向

にある。 

 

 

  

 

 

 

■自殺者数の推移（兵庫県） 

備考：内閣府自殺対策推進室･警察庁 

「令和元年中における自殺の状況」 
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検診受診率は、子宮頸がんは 39.1％、乳がんは 42.1％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 防災・災害復興への取組 

防災会議の女性委員割合は 14.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団員数は年々減少しているが、女性の消防団員は年々増加している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度の子宮頸がん検診の受診

率は 39.1％（全国平均 43.7％）と､前回

（38.1％）から 1 ポイント上回ってい

る。また、乳がん検診の受診率について

も、42.1％（全国平均 47.4％）と、前回

（40.6％）を 1.5 ポイント上回ってい

る。しかし、どちらも全国平均には届か

ない状況が続いている。 
 

備考：厚生労働省 

「国民生活基本調査」 

■子宮頸がん・乳がん検診受診率の年次推移（兵庫県） 

 防災会議の女性委員割合の全国平均は毎年上昇している（全国平均：H26 12.1％→H27 13.2％

→H28 14.0％→H29 14.9％→H30 15.7％→令和 1 16.0％）。本県においても、14.3％と、昨年度

(12.7％)から 1.6ポイント上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■都道府県別の防災会議における女性委員割合 

備考：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（平成 30年度） 

 令和２年度(令和 2年 4月 1日現在)

の本県における消防団員全体（41,141

人）に占める女性割合は 1.4％（全国

平均 3.3％、全国 45 位）と全国平均

を下回っているが、消防団員数全体が

年々減少傾向にあるなか、女性消防団

員数は増加傾向にある。 

 

備考：総務省消防庁「消防団の組織概要等に 

  関する調査」 

■消防団員数（兵庫県） 
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＜全国の状況＞ 

 

ＤＶについては、女性の４人に１

人は配偶者から被害を受けた経験が

あり、10人に１人は何度も受けてい

る（図 2-3）。 

自殺者については、平成 29 年中

21,321人を数え、このうち男性が約

７割を占めている。年齢別にみると、

特に男性については、近年 45歳～60

歳までと、80歳以上の２つの山があ

る（図 2-4）。 

■夫の休日の家事・育児時間別にみた第２子以降の 

 出生の状況（全国）（図 2-1） 

備考：厚生労働省「第 14回 21世紀成年者縦断調査」 

(平成 27 年)（第１回～第 14 回まで双方が回答した同居夫

婦） 

■年齢階級別自殺死亡率の推移（全国）（図 2-4） 

備考：厚生労働省「平成 29年度人口動態統計特殊報告」 

（自殺死亡率：人口 10万人あたり自殺者数） 

 第２子以降の出生の状況をみると、子どものいる夫婦では、夫の休日における家事・育

児時間は長くなっている（図 2-1）。 

 介護の状況を見ると、要介護者については、女性が約７割を占め、同居している主な介

護者については、約７割を女性が占めている（図 2-2）。 

 

■同居している主な介護者と要介護者 

 の構成割合（全国）（図 2-2） 

z 

備考：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

(令和元年) 

■配偶者からの被害経験（全国）（図 2-3） 

備考：内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成 29 年） 
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 共働き世帯は増えているものの、年々増加する非正規労働者の７割が女性であり、

男女間の賃金格差があることなど、結婚・出産した女性が継続就業できないのが現状

である。本県の女性就業率は全国的にみても低い水準にあり、職場環境の整備や再就

職を希望する女性を支援する取組が求められている。 

 

(1) 男女の労働の現状 
 

女性の就業率は 45.2％で、全国 45位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

女性就業率は丹波・淡路地域が高く、神戸・阪神、播磨地域が低い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 27 年における本県の女性就業率は 45.2％（全国平均 48.3％、全国 45 位）で、5 年前

（44.2％）を 1.0ポイント上回っている（H22:全国 44位 → H27:全国 45位）。 

備考：国勢調査（平成 27年度） 

■都道府県別の女性就業率 

 県内の女性就業率は、地域によ

って隔たりがあり、丹波・但馬・淡

路地域は高く、神戸・阪神、播磨地

域は低くなっている。 

 30～50歳代では、神戸・阪神地

域が最も低い状況である。 

 

 

 

■地域別の女性就業率（兵庫県） 

３ 働く場の男女共同参画の状況 
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非正規労働者の７割は女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

女性の所定内給与額は 10年連続で増加し、男女間賃金格差は縮小傾向 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(2) 仕事と生活のバランス 

仕事と生活の両立を希望しているのは５割以上だが、両立が実現しているのは４割以下 

 

 

 

 

 

 

 生活において「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」のどれを優先するかについての国民の

意識を見ると、男女共に「仕事と家庭生活をともに優先」等の複数の活動をバランスよく行うこ

とを希望する者の割合が 50％以上となっている。しかし現実は，女性は「家庭生活」優先が 39.9％

で最も割合が高く、男性は「仕事」優先が 36.5％で最も割合が高く、「仕事」か「家庭生活」の

いずれか一方を優先せざるを得ない人が多くなっている。 

 所定内給与額について、男性、女性

ともに増加傾向が続いている。令和元

年における所定内給与額の男女間格

差は、男性 100に対し女性は 76.2（全

国 74.3％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

備考：厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」 

■所定内給与額と男女間賃金格差の推移（兵庫県） 

■仕事と家庭生活、地域・個人の生活のバランスの希望と現状（全国） 

備考：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年度） 

 非正規労働者の割合は一貫して上

昇傾向にあり、そのうち女性が 69.6％

（全国 68.7％）を占めている。一方、

正規労働者については、女性の占める

割合は 31.9％（全国 32.5％）にとど

まっている。 

 
 
 

 

■正規労働者と非正規労働者の推移（兵庫県） 

備考：総務省統計局「平成 29年就業構造基本調査」 

所定内給与額とは、その年の６月分と

して支給された現金給与額のうち、時
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68.1%

非正規比率

69.6%

30.4%

25.8% 36.8% 39.0% 39.5%32.4% 〔男女構成〕
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令和元年度に、都道府県労働局雇用

環境・均等部（室）に寄せられた婚姻、

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱

いに関する相談件数は 4,769件、妊娠・

出産等に関するハラスメントについて

の相談件数は 2,131件となっている。 

また、セクシュアル・ハラスメントに

ついての相談件数は 7,323 件となって

いる。 
 

 

 

 

 

 

  本県の高校新卒者（令和２年３月末

現在）の就職内定率は、男子は 99.4％

（全国平均 99.4％全国 30位）で、前年

を 0.2 ポイント下回っており、女子は

99.0％（全国平均 99.2％、全国 30位）

で、全国平均を下回っているものの、前

年を 0.5ポイント上回っている。 
 

備考：厚生労働省･文部科学省「高校・

中学新卒者のハローワーク求人に

係る求人・求職・就職内定状況」 

 

 

 

 

 

 

(3) 職場における男女の均等 
 
婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する相談と妊娠・出産等に関するハラスメ

ント相談の件数が増加 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 高校新卒者の就職状況 
 

高校新卒者の就職内定率は男子が女子を上回っている 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■高校新卒者の就職内定率（兵庫県） 

■職場における相談件数（全国） 

年 度 

婚姻、妊娠・

出産等を理由

とする不利益

取扱いに関す

る相談 

妊娠・出産等に

関するハラスメ

ント相談 

セクシュアル・ 

ハラスメント

相談 

H29年度 4,434 2,506 6,808 

H30年度 4,507 2,108 7,639 

R1 年度 4,769 2,131 7,323 

 備考：厚生労働省調べ 
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男子 女子
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令和元年度大学卒業者の就職状況

（R2.4.1 現在）は、女性 98.5％、男

性 97.5％で、女性が男性を上回ってい

る（図 3-3）。 

令和元年度の事業所における育児

休業取得率は、女性 83.0％、男性

7.48％となっており、依然として男女

間で大きな差がある（図 3-4）。 

＜女性の労働と育休等の状況（全国）＞ 

 
平成 27 年における年齢階級別の女性労働力率について、いわゆる「Ｍ字カーブ」

は以前に比べて底が浅くなっている（図 3-2）。 

■大学卒業者の就職状況（全国）（図 3-3） 

備考：厚生労働省･文部科学省「大学等卒業予定

者の就職内定状況調査」 

■年齢階級別の女性労働力率（全国）（図 3-2） 

備考：国勢調査 

備考：総務省統計局「平成 29年就業構造基本調査」 

年 度 女 性 男 性 

H24年度 83.6 1.89 

H25年度 83.0 2.03 

H26年度 86.6 2.30 

H27年度 81.5 2.65 

H28年度 81.8 3.16 

H29年度 83.2 5.14 

H30年度 82.2 6.16 

R1 年度 83.0 7.48 

 

■育児休業取得率（全国）（図 3-4） 

            （単位：％） 

備考：厚生労働省「雇用均等基本調査」 

 

 

平成 29 年における本県の女性有業率は 47.6％(全国平均 50.7％、全国 41 位)で、5 年前

(43.8％、全国 46位)より 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇している。また、育児中の女性有業率は 62.7％（全

国平均 64.2％、38 位）で、5 年前（43.4％、全国 46 位）と比較して 19.3 ﾎﾟｲﾝﾄの大幅な上

昇となっている（図 3-1）。 

＜女性有業率（兵庫県）＞ 

 

1 東　京 55.6% 1 島　根 81.2%

2 福　井 54.6% 2 福　井 80.6%

3 石　川 53.7% 3 高　知 80.5%

… … … …

41 兵　庫 47.6% 38 兵　庫 62.7%

… … … …

45 北海道 46.7% 45 愛　知 59.9%

46 秋　田 46.6% 46 埼　玉 58.6%

47 奈　良 45.5% 47 神奈川 57.0%

女性有業率 育児中の女性有業率
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■兵庫県の女性有業率(男性と全国との比較)（図 3-1） 

※有業率：有業者／15歳以上人口 
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1 ひょうご男女いきいきプラン2020に基づく取組状況 
 

女性が活躍する社会づくりを総合的に推進するため、知事を本部長、関係部長等を  

構成員とした女性活躍推進本部を設置し、「女性活躍推進計画（第３次兵庫県男女共同

参画計画『ひょうご男女いきいきプラン2020』の一部を位置付け）」に基づき、     

「ひょうご女性の活躍推進会議」や「女性活躍推進センター」を中心に、関係機関・   

団体等との連携・協働を進めながら、女性活躍の推進に向けた多様な取組を展開する。 

＜令和元年度の主な取組実績及び令和２年度の主な取組内容＞ 

 

 

１ ひょうご女性の活躍推進事業の実施（企画県民部）         【6,803千円】 

女性活躍を促進するため、様々な分野で活躍する女性や経済・労働団体等から構成

する「ひょうご女性の活躍推進会議」のもと、社会全体の気運醸成を図るとともに、

職場における意識改革や環境整備を推進する。  

   ○ 女性活躍推進グループ活動支援事業の実施  

     企業における女性活躍に向けた気運醸成、取組を促進するため、女性社員を 

中心とした自主的な活動を行うグループの活動を支援 

     補助対象事業  女性活躍の現状・課題分析、勉強会の開催、先進事例の 

             調査・研究、外部研修への参加、広報誌の作成等 

     補 助 金 額  １グループにつき上限100千円  

     補 助 件 数  50件 

   ○ ひょうご女性の活躍推進会議の運営・開催  

   ○ ひょうご女性の活躍企業表彰の実施（５社程度）  

   ○ 専用ホームページでの先進事例等の情報発信  

   ○ 女性活躍地域セミナーの開催  

   ○ 女子大学生向けキャリアデザインの形成支援（３回）  

先輩女性社員の講話・意見交換、グループ 

ワーク、女子大学生と社会人の交流会等を実施  

 

〔ひょうご女性の活躍推進会議〕（H27.7.7発足） 

様々な分野で活躍する女性、行政及び経済・労働 

団体のトップ等16名で構成 

＜委員一覧（敬称略、五十音順）＞※R2.6.30時点 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ すべての女性の活躍 

荒木 祥一 
庵逧 典章 
家次 恒  
井戸 敏三  
井野瀬久美恵  
清原 桂子  
志智 宣夫  
高梨 柳太郎  

田中 裕子
谷口 芳紀  
中尾 一彦  
福永 明  
藤浪 芳子
古山 陽子  
光葉 篤子  
三原 修二
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 ＜R1実績＞ 

  ・女性活躍推進グループ活動支援事業（16団体） 

  ・ひょうご女性の活躍推進会議の開催 

   （R1.12.20 県庁３号館７階大会議室） 

   【実施内容】女性活躍に関する取組報告及び意見交換等 

  ・「ひょうご女性の活躍企業表彰」の実施 

   【表彰企業】4社 

 
 

  ・女性活躍地域セミナーの開催（１回） 

  ・女子大学生向けキャリアデザインセミナー（３回） 

  ・「ひょうご女性の活躍推進会議」専用ＨＰを活用 

した先進企業や女性ロールモデルの情報発信等 

区 分 H29 H30 R1 

アクセス数 8,465 10,473 13,504 

 

２  女性活躍推進センターにおける取組（企画県民部）       【14,056千円】 

女性の活躍を一層推進するため、平成28年６月に県立男女共同参画センター内に 

設置した女性活躍推進センターにおいて、女性の活躍推進についての気運醸成、企業

の自主的取組や更なるキャリアアップやステップアップを目指す女性の支援を行う。 

   ○ 女性の活躍企業育成プロジェクトの実施  

     女性活躍に意欲のある企業をモデル企業として育成するため、個別に支援 

     対象企業  中小企業20社程度（女性活躍の進んでいない業種から選定） 

     支援内容  コンサルティング支援、専門講師派遣等 

   ○ 女性活躍推進専門員の配置（３名）  

企業への出前相談及び研修講師派遣を実施 

   ○ 事業主行動計画策定の支援  

兵庫労働局と連携し、中小企業における計画策定を支援する講座を開催 

   ○ 中堅女性社員リーダー育成研修等の開催  

管理職やリーダーとなる女性を育成するため、中小企業等の女性社員を対象と

した講義や異業種交流を実施 

   ○ 育休復帰セミナーの開催  

   ○ 女性活躍調整会議の開催  

     企業に対して、女性活躍とワーク・ライフ・バランスに関する支援を行うため、

仕事と生活センターと連携 

 ＜R1実績＞ 

・企業訪問97社、研修講師派遣33件 

・各種セミナーの実施等 

 

 

 

 

 

ひょうご女性の活躍推進会議 
（R1.12.20） 三相電機株式会社、損害保険ジャパン日本興亜 

株式会社神戸支店、日本イーライリリー株式会社、 

モロゾフ株式会社 

 

女子大生向けキャリアデザインセミナー 
（R1.9.3） 

令和２年度

回数 回数 実績(人)

女性の活躍企業育成プロジェクト 20社 11社 －

一般事業主行動計画策定に向けた連続講座 2回連続 3回連続 29社

女性のためのステップアップセミナー 6 6 111

育休復帰応援セミナー 4 4 45

区　分
令和元年度
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３ 県立男女共同参画センターにおける取組                        【29,502千円】 

  出産や育児等で離職し再就業を希望する女性を、相談・情報提供から各種セミナー

の開催、職業紹介までワンストップで支援する。 

 

 (1) 女性の就業サポート事業の実施（企画県民部）（18,759千円） 

再就業等を希望する女性を支援するため女性就業支援員及び保育支援員（各２人）

を配置し、個別相談やハローワークと連携した職業紹介等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 女性就業いきいき応援事業の実施（産業労働部）（5,615千円） 

女性の再就業や起業支援のためのセミナーを開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性のための働き方セミナー 

パソコン講座 

令和２年度

回数 回数 実績(人)

チャレンジ相談 4回/月 47回 128

出前チャレンジ相談 75回 （28市町）70回 176

女性のための働き方ｾﾐﾅｰ 20回 18回 391

出張！女性のための働き方ｾﾐﾅｰ 32回 30回 238

多様な働き方応援シンポジウム 1回 1回 85

ハローワーク相談窓口の開設 － 利用者5,897人

ハローワークと連携した就職面接会 10回 12回、61人

区　分
令和元年度

就職者
273人

令和２年度

回　数 回　数 実績（人）

再就職応援セミナー − −

１日集中講座（実践的な面接対策） 4 4 57

短期講座（再就職）（２日間）
　（ビジネスマナー等基礎知識の習得）

3 3 128

ﾊﾟｿｺﾝ講座（短期、４日間×３ｺｰｽ） 8 8 79

 〃 （中期、５日間×３ｺｰｽ） 3 4 72

 〃（長期、８日間） 1

 〃（長期、10日間） 1 20

起業応援セミナー

仕事づくりセミナー（４日間） 1 1 29

在宅ﾜｰｸﾁｬﾚﾝｼﾞ基礎ｾﾐﾅｰ（１日） 2 2 76

営業準備セミナー（２日間） 3 3 102

令和元年度
事　業　名
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 (3) 育児・介護等離職者再就職準備支援事業の実施（産業労働部）（5,128千円） 

   再就職に必要な知識・スキルを習得するため受講した教育訓練経費の一部を助成

する。 

○ 補助率：教育訓練に要した経費の20％ 

○ 限度額：100千円 

 

 ＜R1実績＞ 

  ・助成件数：10件 

 

４(拡)女性と県内企業のマッチング支援（産業労働部）       【20,315千円】 

 (1) (新)首都圏の女子学生等に対する県内就職の促進（1,436千円） 

   県内企業への就職・転職のきっかけとなるよう、首都圏へ流出した学生・転職希望

者等と県内企業で活躍する女性社員等による交流会やワークショップを実施 

 (2) (拡)女子学生と企業のプレマッチング支援事業の実施（6,369千円） 

   主に1,2年生の女子学生に対し、就職活動前からライフプランを考慮したキャリア

プランニングに取り組むことを支援し、女性の就業を推進 

   ・学生主体の企業研究・フォーラムの開催（企業研究10社、フォーラム2回） 

   ・(新)キャリア相談の実施 

 (3) 若年女性に向けた県内定着PR事業の実施（9,510千円） 

   県内で活躍するロールモデルを世代別に発掘し、県内女子大生や第２新卒女性等

とのネットワークを構築することで、若年女性の県内定着を促進  

   ・ロールモデルの発掘・構築 

   ・ロールモデルによる情報発信 

    （ラジオ放送、及び、放送とリンクさせたホームページ、SNSによる発信） 

 (4) ものづくり分野における女性就業の促進（3,000千円） 

   ものづくり分野における人手不足解消、ダイバーシティ経営による競争力の強化

を図るため、最大の潜在力である女性のものづくり分野への就業を促進 

   ・女性に多い文系人材が活躍できる業務の切り出し 

・女性学生向け“ものづくり”イメージアップ 

 

 ＜R1実績＞ 

  ・女子学生と企業のプレマッチング支援事業 

    フォーラムの開催 → １回、78人参加 

    企業研究 → 10社、参加者 59人（学生） 

    学生ミーティング・企業訪問の開催 → 172回 

  ・若年女性に向けた県内定着PR事業 

    放送回数 → 52回、ロールモデル紹介人数 84人 

  ・ものづくり分野における女性就業 

① 業務仕分けによる文系・女性人材の活躍促進 

兵庫工業会からの推薦等により選定された企業に対して、コーディネーター

を派遣（カルモ鋳工㈱、髙丸工業㈱、㈱山本電機製作所） 
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② 女性学生向け“ものづくり”イメージアップ 

 ア ラジオ関西の番組とタイアップしたインスタグラムでの情報提供及び大学

内情報誌活用のための調査・情報発信（武庫川女子大学） 

イ ラジオ関西の番組とタイアップして情報発信 

 

５ 女性起業家への支援（産業労働部）               【66,000千円】 

  地域経済の活性化を図るため、有望なビジネスプランを有し、県内で起業（第二創

業を含む）を目指す女性起業家を支援する。 

   ○ 対象経費  

・起 業 経 費  事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費等 

・空き家改修経費  水回り等改修費 

   ○ 補助上限額：1,000千円（空き家を活用する場合、別途1,000千円） 

   ○ 補助率：1/2 

   ○ 件数：60件（うち空き家活用枠６件） 

 

 ＜R1実績＞ 

  ・補助件数：56件（うち４件が空き家活用） 

  ・業種別申請、補助の状況 

区分 
飲食・食 
料 品 製 造 

被 服 子育て 
健康・ 
美 容 

ものづくり ペット 教養 
医療・ 
福 祉 

教育 その他 計 

申請 57 1 1 54 15 5 18 12 10 124 297 

補助 17 1 0 10 5 1 3 5 5 9 56 

 

 

６(拡)短期職場体験就業事業の実施（産業労働部）          【14,348千円】 

出産や育児などにより離職し再就職に不安を持っている女性や、未就職の若者を対

象に、実際の職場での体験就業を通じて再就業を促進する。 

区 分 プレ雇用クラス 職場体験クラス 

対 象 者 
既に就業したい業種が決まっ

ている者 

まだ就業したい業種が決まっ

ていない者 

内 容 

・実際の企業の職場で２週間程

度就業を行う。 

・体験後、企業と体験者双方の

合意があれば本採用となる。 

・体験に先立ち、業界・企業   

研究やハローワーク利用  

方法学習会を実施 

・実際の企業職場の見学や業務

の一週間程度の実習 

 

＜R1実績＞ 

  ・プレ雇用実施数19人、就職者数17人 

 

【事業例】ベトナムで製作したオリジナルデザインの手刺繍雑貨の販売 
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【県率先行動計画の推進】 

県自らが男女共同参画のモデル職場となるよう率先して行動するため、平成 30年

４月に策定した第６次男女共同参画兵庫県率先行動計画（ひょうごアクション８） 

（計画期間：平成 30年度～令和２年度）に基づき、全庁的に男女共同参画の一層の  

推進に努める。 

 

1  女性の能力発揮と活躍支援 

 (1) 「第 10期女性キャリアアップ研修」の開催 

   本庁課長相当職前の職員等のエンパワー 

メントを図るため、県幹部職員等を講師に 

講義やグループワーク等を行う集中講座を 

実施する。 

＜令和元度実績＞ 

実施時期：令和元年８月 30日～11月 13日 

修 了 者：25人 

 

 (2) 女性リーダー育成研修（県・市町職員向け）の実施 

    管理・監督職にある女性職員が交流を深め、リーダーとしての資質を高めると  

ともに、幹部登用に向けて、さらなる意欲の向上を図るため、自治研修所において

研修を実施する。（受講予定者 50人） 

 

２ 女性職員の採用・登用の推進 

庁内における女性の活躍を促進するため、第６次計画に基づき、女性職員の採用や

登用（管理・監督職の拡充）に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 男性職員の育児休業等の取得促進 

 男性職員の育児への参画を促すため、第６次計画に基づき、男性職員の育児休業、

配偶者の出産補助休暇及び男性の育児参加休暇の取得促進に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 実績(R2.4) 目標(R2.4) 

採用者に占める女性割合   44.7％※ 40％ 

本庁課長相当職以上の職に占める女性の割合 15.0％ 15％ 

 上記のうち本庁部局長相当職に占める女性の割合 10.3％ 10％ 

本庁副課長、班長・主幹相当職に占める女性の割合 20.1％ 20％ 

区   分 実績(R1年度) 目標(R2年度) 

男性の育児休業の取得率 
希望者の 100% 

対象者全体の 12.1% 

希望者の 100％ 

対象者全体の 5%程度 

配偶者の出産補助休暇の取得率 100％ 100％ 

男性の育児参加休暇の取得率 88.7％ 100％ 

女性キャリアアップ研修修了式 
（R1.11.13） 

※R2.4新規採用者（R1年度採用試験実施）の実績値 
※対象範囲 知事部局、議会事務局、各種行政委員会、企業庁 

※対象範囲：知事部局、議会事務局、各種行政委員会、企業庁、病院局（県立病院除く） 
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仕事と生活の両立支援 

 

■ 仕事と生活の両立支援 

１（拡）ひょうご仕事と生活センター事業の推進（産業労働部）   【455,527千円】 

ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）のさらなる普及を図るため、ひょうご仕事と

生活センター（神戸市中央区）及び地域拠点(阪神・姫路)において、各種事業を実施

する。 

 

 (1)(拡)普及啓発・情報発信事業（59,326千円） 

   ○ ＷＬＢフェスタ・シンポジウムの開催 

   ○ ホームページの運営、情報誌の発行、先進企業表彰 

   ○ (新) 働き方改革への取組の普及促進 

 

 (2)相談・研修事業（91,701千円） 

   ○ ワンストップ相談、相談員等派遣、研修企画・実施 

   ○ 経営者協会や商工会議所、商工会等と連携したセミナー、キーパーソン養成 

    講座の実施 

 

 (3) 仕事と生活の調和推進環境整備支援事業（58,000千円） 

   ＷＬＢ推進のための職場環境整備（ハード整備）を支援するため、整備費の一部

を助成する。 

   ○ 対  象：従業員300人以下の企業等 

   ○ 対象経費：女性等様々な人材の職域拡大のための環境整備 

          （専用の更衣室、女性・高齢者等の負担軽減補助機器 等） 

          多様な働き方を導入するための環境整備 

          （事業所内託児スペース、在宅勤務システム構築） 

   ○ 補 助 率：1/2（上限2,000千円） 

   ○ 予定件数：50件 

 

 (4) 中小企業育児・介護等離職者の再就職支援（46,500千円） 

   育児・介護等により離職した者の再就職を促進するため、当該離職者を雇用した

事業主に助成する。 

   ○ 対  象：企 業 全 体：300人以下 

          事業所規模：株式会社等 100人以下の事業所 

                上記以外   20人以下の事業所 

   ○ 支給要件：下記に該当する対象労働者を雇用 

     ・過去に企業等を育児・介護等により離職した者 

     ・離職期間が６年未満である者、または離職理由が妊娠・出産・育児の場合、

末子を産んでから２年未満である者 

Ⅱ その他の男女共同参画推進の取組 
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   ○ 支 給 額 

     ・正社員：500千円／人 

     ・短時間勤務正社員：400千円／人 

     ・非正社員（フルタイム）：200千円／人 

     ・非正社員（フルタイム以外(社会保険被保険者に限る)）：100千円/人 

      ※国の両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)を受給した場合は 

       差額を支給 

   ○ 予定件数：120件 

 

 (5) 中小企業育児・介護代替要員の確保支援（200,000千円） 

中小企業の育児・介護休業の取得及び育児・介護による短時間勤務制度利用の  

促進のため、代替要員の雇用に要する賃金の一部を助成する。 

   ○ 対    象：企 業 全 体：300人以下 

             事業所規模：株式会社等 100人以下の事業所 

                   上記以外   20人以下の事業所 

   ○ 対象労働者：同一企業に引き続き１年以上勤務していた者等 

   ○ 支  給  額：代替要員の賃金の1/2 

    ・休 業 コ ー ス      月額上限100千円、総額1,000千円まで 

    ・短時間勤務コース（育児） 月額上限25千円、小学３年生まで 

    ・短時間勤務コース（介護） 月額上限100千円、総額1,000千円まで 

   ○ 予定件数  200件 

 

 ＜R1実績＞ 

  ・ワンストップ相談：3,498件、相談員等派遣：1,771件、研修企画実施：209件 

  ・ＷＬＢ宣言企業：281社、ＷＬＢ認定企業：52社、ＷＬＢ表彰企業：15社 

  ・仕事と生活の調和推進環境整備支援事業 助成件数：23件 

  ・中小企業育児・介護等離職者の再就職支援 助成件数：31件 

  ・中小企業育児・介護休業代替要員の確保 助成件数：93件 

 

２（新）多様な働き方の推進（産業労働部）            【5,668千円】 

 (1) ダイバーシティ推進支援事業の実施（1,000千円）   

   女性、シニア、障害者、外国人などの多様性を受け入れ、人材を活用して生産性

の向上や市場ニーズへの対応について、県内企業に啓発する。 

   ○事業内容 専門家によるセミナーの開催 

   ○対 象 者 県内中小企業の経営者や人事労務担当者 

  

 (2) 多様な働き方推進事業の実施（4,668千円） 

   兵庫県内の中堅・中小企業や子育て世代を中心とした就労希望者における多様な

働き方の浸透・定着を推進する。 

   ○多様な働き方推進に向けたセミナーの開催 
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   ○YouTube等を活用した情報発信 

   ○「多様な働き方推進会議」の設置・運営 

３ 父親の子育て参画推進事業の実施（企画県民部）          【3,422千円】 

男性・父親や企業を対象にワーク・ライフ・バランスや育児休暇取得促進等をテーマ

としたセミナーなどを開催し、出産・育児をしやすい環境づくりを推進する。 

○ 「お父さん応援フォーラム」の開催 

○ 「父親の子育て応援カフェ（出前講座）」の開催（10か所） 

○ 育メンスイッチセミナーの開催（10か所） 

 ＜R1実績＞ 

  ・「お父さん応援フォーラム」の開催 

    【開 催 日】 令和元年９月６日（金） 

    【開催場所】 のじぎく会館大会議室（参加者数：約120人） 

  ・「父親の子育て応援カフェ（出前講座）」の開催 

    【開催回数】３回（参加者数：34人） 

  ・「育メンスイッチセミナー」の開催 

    【開催回数】３回（参加者数：28人） 

 

４  男女共同参画社会づくり協定の締結推進（企画県民部） 

仕事と家庭の両立に向けた職場環境づくり、女性の活躍支援、セクシュアル・ハラ

スメントの防止など、男女共同参画社会の実現に向けた職場づくりに積極的に取り組

む県内の事業所と県の協定締結を進めるとともに、セミナーの開催や先進的な取組事

例の紹介等により事業所の取組を推進する。 

   ○ 男女共同参画社会づくり協定締結 

事業所数：1,339社３団体（R2.3末） 

 

 

 

 

■ 互いに支え合う家庭と地域 

１ ひょうご家庭応援県民運動の推進（企画県民部）         【1,347千円】 

  県民一人ひとりが、家族・家庭の大切さを考え、きずなを深める多様な取り組みを

進めるため、「こころ豊かな美しい兵庫推進会議」を母体とする「ひょうご家庭応援

県民運動」を支援するとともに、それぞれの家族にとってふさわしい日を家族の日  

として定める「家族の日」運動など、家庭 

 を応援する取組を地域全体に広げていく。 

   ○ 「家族の日」の普及啓発 

     ・企業、県民、市町への働きかけ 

   ○ ひょうご家庭応援県民運動 

     ・写真コンクールの開催、 

     啓発ポスターの作成・配布 

協定締結式（R1.9.6） 

「家族の日」写真コンクール 兵庫県知事賞 

「対戦中 ひ孫とオセロ おばあちゃん」 
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 ＜R1実績＞ 

  ○ 「家族の日」写真コンクールの開催 

    ・応募数：119人 339点 

    ・受賞作品を活用した「家族の日」運動の啓発ポスターを作成 

  ○ 「ひょうご家庭応援県民大会」の開催 

    【開 催 日】 令和元年11月16日（土） 

    【開催場所】 兵庫県公館（参加者250人） 

 

２ 子育て応援ネットの推進（企画県民部）              【8,179千円】 

県地域女性団体ネットワーク会議（構成団体：17団体）が中心となって、地域の   

団体や住民がネットワークを組み、子どもの登下校での見守りや虐待、問題行動等の

ＳＯＳをキャッチし、関係機関に連絡する等、地域ぐるみの子育て家庭支援を全県的

に推進する。 

 

   ○ 子育て家庭応援運動 

    子どもの登下校での見守り、声かけや子育て相談、子育てイベント等、子育て

家庭を支援する活動を推進 

   ○ ＳＯＳキャッチ 

     虐待や問題行動等のサインをキャッチし、市町やこども家庭センター等関係 

機関に連絡する活動を推進 

 

  ＜R1実績＞ 

  ・ＳＯＳキャッチ専門研修（県民局・県民センター各１回） 

  ・「子育て応援ネット全県大会」の開催 

   【開 催 日】 令和２年２月10日（月） 

   【開催場所】 兵庫県公館 約380名 

  ・市町推進母体への助成（150千円×41団体） 

 

３  男女共同参画推進員の活動支援（企画県民部）           【934千円】 

  地域、職場など、社会のあらゆる場面において、県民と行政が一体となって男女  

共同参画計画を着実に推進するため、男女共同参画推進員を設置するとともに、研修

の実施や情報提供により資質向上を図る。 

   ○ 設置人数：1,307人（地域83人、企業1,174人、労働組合50人）（R2.6末現在） 

 

４ 男女共同参画リーダー養成講座の開催（企画県民部）        【363千円】 

男女共同参画社会の実現にとってますます重要となっている身近な暮らしの場で 

ある「地域」での男女共同参画を推進するため、現地課題解決型の実践活動リーダー

の養成講座及びスキルアップ研修を開催する。 

○ 受 講 者：養成講座 40人／年、スキルアップ研修 20人／年 

○ 講座内容：講義、グループワーク、活動発表（事例紹介）、交流会等 
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 ＜R1実績＞ 

区分 実施時期 参加者数 

養成講座 令和元年６月13日～12月12日（25回連続講座） 22人（修了者） 

スキルアップ研修 令和２年２月18日、25日（２回連続講座） 延べ39人 

 

５ 地域祖父母モデル事業の実施（企画県民部）           【9,360千円】 

  会員登録した特定の子育て世帯とシニア世帯同士をマッチングし、シニア世帯が 

日常的な見守りや相談、緊急時の一時預かり等を行い、個々の家族のような仕組み  

として、地域における三世代家族の育成を推進する。 

○ モデル地区数：60地区 

○ 補 助 額：150千円（定額）／地区 

○ 実施内容 

    ・実施団体が子育て世帯及びシニア世帯へ周知・会員募集 

    ・子育て世帯とシニア世帯が信頼関係を築くための交流事業の実施 

 

 ＜R1実績＞ 実施団体：20団体60地区 

会 員 数：シニア世帯724人、子育て世帯2,502人 

マッチング数：1,942組〈1対1(在宅)24組､1対1(拠点)144組､複数(拠点)1,774組〉 

 

６ シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業の実施（企画県民部）【3,000千円】 

シニア世代が子育て世帯等に対して、地域の季節行事や祭り、郷土料理や昔遊び、

自然や歴史など、ふるさとに伝わる伝統文化等を広く伝えていく取組を支援する。 

○ 実 施 主 体：子育て支援に関わる団体・グループ等 

○ 実施団体数：10団体以上 

○ 補 助 額：１団体あたり300千円を限度 

 １テーマにつき150千円を限度（２テーマ又は２地区まで実施可） 

 ＜R1実績＞ 実施団体：13団体19地区 

 

 

■ 安心して生活できる環境の整備 

１ 企業におけるがん検診受診の促進（健康福祉部）       【35,469千円】 

中小企業従事者等のがん検診受診率向上のため、企業の従業員、その被扶養者の  

がん検診受診に要する費用を補助する。 

   ○ 補助対象  以下のいずれかの企業等の従業員、その被扶養者が受診した 

      がん検診（乳・子宮・胃・肺・大腸）の費用 

    健康づくりチャレンジ企業(従業員数が300人以下) 

    中小企業(従業員数が100人以下)及び小規模事業者等で構成する団体 
 

   ○ 補助額 

 

 

区  分 補助額 

自己負担額2,000円以下 自己負担相当額 

〃      超 2,000円（定額） 
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 ＜R1実績＞ 

  ・乳・子宮・胃・肺・大腸がん：121社 

 

２ 特定不妊治療費助成の実施（健康福祉部）       【412,262千円】 

  【国制度】（397,262千円） 

   不妊治療に要する経済的負担を軽減するため、保険適用外の特定不妊治療費に 

対し助成する。 

   ○ 対 象 者 法律上婚姻している夫婦、妻の年齢が 43歳未満 

   ○ 所得制限 夫婦合算した前年の所得額 730万円未満 

   ○ 対象経費 指定医療機関で受けた保険適用外の特定不妊治療費 

   ○ 助 成 額 上限 150千円／回（初回治療に限り、上限 300千円/回） 

          （凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等の場合：上限 75千円/回） 

          （男性不妊治療（条件あり）上限 300千円/回（初回）） 

  【県単独追加助成】（15,000千円） 

   若い世代は相対的に所得が低いことから、早期の治療開始につなげるために追加

助成を実施する。 

   ○ 対 象 者 特定不妊治療費助成対象者のうち、採卵から胚移植までの一連の 

治療を行う者（初回治療時は除く） 

   ○ 所得制限 夫婦合算した前年の所得額 400万円未満 

   ○ 助成内容 上限 50千円/回 

 

３(新)若年がん患者妊孕
に ん よ う

性温存治療費助成事業の実施（健康福祉部）【2,000千円】 

  抗がん剤や放射線治療の影響で、将来の妊娠が見込めなくなる患者が将来に

希望を持って治療に取り組めるよう、妊孕性温存治療に要する経費を助成する。 

   ○ 実施主体 市町 

   ○ 対 象 者 がん治療により、生殖機能が低下または失う恐れがあると 

          医師に診断された者のうち、43歳未満の県民 

   ○ 所得制限 前年の所得額400万円未満 

   ○ 補 助 率 1/2（県1/4、市町1/4） 

   ○ 補助上限額 

区分 対象治療 補助上限額 

女性 
卵巣組織の凍結 300千円 

卵子、胚の凍結 200千円 

男性 
精巣内精子の凍結 200千円 

精子の凍結  25千円 

 

４(拡)ＤＶ防止対策の実施（健康福祉部）          【25,819千円】 

配偶者に対する人権侵害や、子どもの人格形成に重大な影響を与えるＤＶを防止 

するため、市町、ＮＰＯ等とも連携して対策を実施する。 

   ○ ＤＶ相談アドバイザーの配置 

    ・配置場所  兵庫県女性家庭センター 

    ・役  割  市町相談員へのマンツーマン指導や講習の実施、市町関係職員 

           への研修充実等 

別途、緩和措置あり 
（R2限り） 
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   ○ 民間シェルター新規開設への支援 

新たに民間シェルターを運営しようとする者を支援 

    ・対象経費：シェルター開設に必要な初度備品等経費 

    ・補助上限：300千円（定額） 

   ○ ＤＶ被害者シェルターへの支援 

    ・対象施設：２施設 

    ・対象経費：シェルター借上料（家賃、共益費） 

    ・補助上限：生保各級地住宅扶助限度額（60千円等） 

   ○ ＤＶ被害者支援活動を行う民間支援団体への活動助成 

    ・婦人保護施設退所者への相談､指導 

    ・企業等への出前講座、ＤＶ被害者支援ボランティア養成研修の実施等 

   ○ 一時保護所・民間シェルター入所被害者及び同伴児童への心理的ケア、同行 

サポートの実施 等 

   ○ (新)ＤＶ被害者等セーフティネット強化支援パイロット事業 

ＤＶ被害者の自立に向けたきめ細かい支援のため、民間シェルターの対応力 

強化を支援 

    ・ＤＶ被害者の自立支援  職員配置 ２人（生活支援・心理療法） 

                 弁護士、産婦人科医、精神科医等の専門家相談 各４回／月 

    ・ステップハウスの運営  １部屋（１世帯分） 

 ＜R1実績＞ 

  ・市町ＤＶ基本計画：41市町策定（累計） 

  ・市町配偶者暴力相談支援センター：16市町設置（累計） 

 

■ 次世代への継承 

１（拡）出会い・結婚支援事業の推進（企画県民部）          【136,314千円】 

進行する未婚化・晩婚化に対して、出会いイベント・ 

個別お見合い紹介等を通じて独身男女の出会い・結婚を 

社会全体で支援する。 

(成婚数累計 1,725組［R2.3末］) 

   ○ 個別お見合い紹介事業の実施（92,534千円） 

     県内 10か所の地域出会いサポートセンター及び 

ひょうご出会いサポート東京センターにおいて、 

１対１の個別お見合いを実施 

     会員数 4,176人（R2.3末） 

     登録料 5,000円/年（20代会員は 3,000円/年） 

   ○ 出会いイベント（8,123千円） 

     登録した団体会員・個人会員等を対象に出会いイベントを実施 

     会員数 団体会員 173団体、協賛団体 218団体、個人会員 4,992人 

（R2.3末） 
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   ○ 結婚力アップセミナーの実施（960千円） 

     企業や団体の男性社員等を対象に、恋愛力・結婚力を向上させるため、身だし

なみ、交際マナー、結婚に向けた資金計画などに関するセミナーを実施 

     ・開催回数  10回 

   ○ 専門職向け出会い支援事業（4,400千円） 

     看護師、保育士、幼稚園教諭等の専門職を対象に、出会い支援及び結婚機運の 

醸成を図るための出会いイベントを開催 

     内  容  出会いイベント、婚活力アップセミナー 

     開催回数  20回 

   ○ (新)民間婚活事業者との連携強化（5,130千円） 

     大手民間婚活事業者との連携により、相談員のレベル向上、20歳代の会員  

獲得等の機能を強化   

     ・民間婚活事業者との連携協定の締結   

     ・出会いサポートセンター相談員向け養成講座   

     ・民間事業者との共催による総合出会いイベントの実施 

     ・出会いサポートセンター会員の民間事業者主催イベント参加 

   ○ (新)スマホ婚活システムの構築（21,375千円） 

     会員情報の検索、閲覧、お見合い日時等をスマートフォン等から利用者自らが

行う新システムを導入 

   ○ 広報ＰＲ強化（1,056千円） 

     会員数の拡大を図るため、各種メディアを活用し、出会いサポートセンターの

取組を周知 

    「ＬＩＮＥ」の活用 

    ターゲティング広告（検索連動型広告） 

○ 市町との連携（280千円） 

出会い支援事業について、出会いサポート市町窓口の設置や連絡会議の開催等、 

市町と連携した事業を展開 

○ 若者向けライフプランセミナーの実施（970千円） 

     大学生等を対象に、未婚化・晩婚化の現状、出産適齢期、結婚して家庭を持つ 

ことのすばらしさ等への理解を深めるセミナーを実施 

○ こうのとり大使の支援（1,486千円） 

    こうのとり大使（361人（R2.3末））による縁結び交流会の実施 

    出会いイベント等における個別お見合い会員登録の斡旋 

 

 ＜R1実績＞ 

 ・成婚数 135組（累計1,725組） 

 ・個別お見合い紹介（ひょうご縁結びプロジェクト） 

  （閲覧13,104件、お見合い2,731件、成婚79組） 

 ・出会いイベント（ひょうご出会いサポート事業等） 

  （イベント169回、参加者数4,782人、成婚56組） 
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 ・若者向けライフプランセミナー 11回  

 ・専門職向け出会いイベント 

  （イベント20回、参加者数498人、カップル成立126組） 

 

２ ＵＪＩターン出会いサポート東京センター事業の推進（企画県民部） 【13,057千円】 

  「ひょうご出会いサポート東京センター」を拠点とし、県内と関東近郊在住の独身

男女の結婚を支援し、関東近郊在住者の本県への移住を促進する。 

○ ひょうご出会いサポート東京センター 

    ・設置場所：日本ビル３階（東京都千代田区） 

    ・開所日時：週４日（火、水、金、土）  10:15～18:30 

    ・業務内容：会員登録・閲覧、個別お見合いの実施、広報活動 等 

    ・会員要件：20歳以上の独身者（兵庫県への移住に興味がある方等） 

    ・会 員 数：97人（R2.3末） 
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「ひょうご男女いきいきプラン 2020」数値目標の達成状況（令和２年３月末時点） 
 

項    目 直近実績 目標数値（R2） 達成状況 

１  すべて

の女性の

活躍 

①県における女性管理職の比率 ※ 15.0％(R2.4.1) 15.0% ○ 

②民間等における女性管理職の比率 

（「就業構造基本調査」による） 

15.4％(H29) 

〔全国平均 14.8％〕 
25.0%  

③女性の就業率（「国勢調査」による） 
45.2％(H27) 

〔全国平均 48.3％〕 
46.5％  

④中小企業(従業員 101～300人)における 

「事業主行動計画」の策定数 

42社 

(対象事業所：1,246社) 

対象事業所 
の 1/2 

 

⑤女性就業相談室の支援による就職者数（累計） 1,322人 1,500人  

⑥女性がいない農業委員会数 ８市町 ０市町  

⑦農村女性の起業件数（累計） 314件(H30末) 310件 ○ 

２  仕事と

生活の両

立支援 

⑧子育て中の男性で家事・育児参加時間が 

2時間/日以上の者の割合 
15.9％(R1) 22.3%以上  

⑨仕事と生活の調和推進企業認定数（累計） 244社 150社 ○ 

⑩週労働時間 60時間以上の雇用者の割合 8.8％(H29) 6.5%  

３  互いに

支え合う

う家庭と

地域 

⑪住んでいる地域は、子育てがしやすいと 

思う人の割合 
55.4％(R1) 67.0%  

⑫待機児童数 
1,553人 
(R2.4.1) 

0人  

⑬在宅介護サービス新規確保量（定期巡回・随時対応、サ高住） 

特別養護老人ホームの整備数 

2,565人 

3,141床 

3,000人 

5,000床 
 

⑭「地域活動」の場で「男女平等になって 

いる」と考える人の割合 
7.4％(R1) 33.0%  

⑮「ひょうご防災リーダー講座」修了者の 

うち女性修了者数（累計） 
653人 490人 ○ 

４  安心し

て生活で

きる環境

の整備 

⑯子宮頸がん検診受診率 39.1％(R1) 50.0%  

⑰乳がん検診受診率 42.2％(R1) 50.0%  

⑱特定不妊治療費助成件数 2,664件 3,156件  

⑲配偶者暴力相談支援センターを設置する市町 16市町 20市町  

⑳住んでいる地域は、障害のある人にも 

暮らしやすいと思う人の割合 
26.8％(R1) 40％を上回る  

㉑住んでいる市町は、外国人にも住みやすく 

なっていると思う人の割合 
25.7％(R1) 20％を上回る ○ 

５  次世代

への継承 
㉒若者が希望を持てる社会だと思う人の割合 12.3％(R1) 14.0％  

㉓若者（25～39歳）の有業率 81.9％(H29) 80.0% ○ 

㉔出会い支援事業による成婚数 135組 毎年 200組  

㉕女性大学入学者の理工学分野専攻割合 
3.4％(R1)  
3.0％（H30) 

前年度以上 ○ 

㉖不登校児童生徒の割合（小・中・高） 
兵庫県 1.64(H30) 
全 国 1.68(H30) 

全国平均以下 ○ 

※「県における女性管理職の比率」は、知事部局、議会事務局、各種行政委員会、企業庁における 
 女性管理職（行政職８級相当職以上の職位）比率を示す  



第２部兵庫県の男女共同参画の取組状況 

 - 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(千円)

(1) すべての女性に対する総合的支援
・ 学習機会の提供 【男女家庭課】 -
・ ひょうご女性の活躍推進事業 【男女家庭課】 41,513

(2) 女性の参画拡大
・ 男女共同参画リーダー養成講座の開催 【男女家庭課】 363
・ 県の審議会等委員への女性の登用促進 【男女家庭課】 -
・ 市町の審議会等委員への女性の登用促進 【男女家庭課】 -
・ 女性職員の研修機会の充実 【男女家庭課・人事課】 -
・ 女性職員の管理職への登用促進 【人事課】 -

(3) 女性のネットワークづくり
・ 女性団体の活動支援 【男女家庭課】 864
・ 地域女性団体ネットワーク会議の開催 【男女家庭課】 -
・ ひょうご女性未来会議の支援 【男女家庭課】 -

(1) 女性の就業に対する支援
・ 女性の就業サポート事業 【男女家庭課】 18,759
・ 男女共同参画社会づくり協定の締結推進 【男女家庭課】 -
・ 男女共同参画推進員（企業・労組）の活動支援 【男女家庭課】 -
・ 女性医師等再就業支援事業 【医務課】 3,024
・ 男女雇用機会均等法の周知 【労政福祉課】 -
・ 女性就業いきいき応援事業の実施 【雇用就業室】 5,615
・ 女性労働に関する資料・情報等の収集・提供 【労政福祉課】 -
・ 育児・介護等離職者再就職準備支援事業 【雇用就業室】 5,128
・ 短期職場体験就業事業 【雇用就業室】 14,348
拡 女子学生と企業のプレマッチング支援事業 【雇用就業室】 6,369
・ ものづくり分野における女性就業の促進 【工業振興課】 3,000
新 首都圏の女子学生等に対する県内就職の促進 【労政福祉課】 1,436
・ 女性警察官の視点に立った勤務環境の改善 【警察本部警務課】 -

(2) 多様な働き方に対する支援
・ ひょうご・しごと情報広場の運営 【雇用就業室】 46,917

(3) 女性の起業・経営に対する支援
・ コミュニティ・ビジネス等総合支援事業の実施 【雇用就業室】 45,034
・ 女性起業家支援事業 【新産業課】 66,000

(1) 女性の活躍支援
・ 商工会等女性部活動の推進 【経営商業課】 10,867
・ 女性による起業の推進 【農業改良課】 -
・ 農業委員への女性の登用促進 【農地調整室】 -
・ 農業協同組合役員への女性の登用促進 【農林経済課】 -
・ 兵庫県ＪＡ女性組織連絡会に対する活動支援 【農林経済課】 -

(2) 女性の就業環境の整備
・ 家族経営協定の締結促進 【農業改良課】 -

(1) 男性の働き方の見直し
・ 男女共同参画週間等を通じた広報啓発 【男女家庭課】 -
・ 男性相談の実施 【男女家庭課】 124

(2) 男性の家庭・地域活動への参画促進
・ 父親の子育て参画推進事業 【男女家庭課】 3,422

215,630

　重点目標１　すべての女性の活躍

　推進項目②　女性の能力発揮の促進と環境整備

　推進項目①　あらゆる分野への女性の参画拡大

令和２年度女性活躍の推進施策体系表

3,546

42,740

Ｒ２年度

４月補正後

予算額

　推進項目③　農林水産業や商工業等自営業における女性の参画拡大 10,867

　推進項目④　男性の働き方の見直しと家庭・地域活動への参画促進

269,237

　重点目標２　仕事と生活の両立支援 463,645
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(1) 仕事と生活を両立できる職場環境づくり
・ 男女共同参画社会づくり協定の締結推進（再掲） 【男女家庭課】 (-)
・ 県職員の子育て支援のための在宅勤務制度の運用 【人事課、情報企画課】 1,120
・ 県職員の子育て・介護支援のためのフレックスタイム制の実施 【人事課】 －

　 拡 ひょうご仕事と生活センター事業の実施 【労政福祉課】 209,027
拡 中小企業育児・介護等離職者雇用助成事業 【労政福祉課】 46,500
・ 中小企業育児・介護代替要員確保支援事業 【労政福祉課】 200,000
・ 育児・介護休業制度の普及啓発 【労政福祉課】 -

(2) 企業等と協働した子育てしやすい環境づくり
・ 子育て応援企業との協定締結 【男女家庭課】 90
・ ひょうご子育て応援の店事業 【男女家庭課】 3,362

(1) 地域で家庭を支える体制づくり
・ 子育てほっとステーション設置事業 【男女家庭課】 27,500
・ 子育て応援協定団体等との協働事業 【男女家庭課】 2,025
・ 地域祖父母モデル事業 【男女家庭課】 9,360
・ ひょうご家庭応援県民運動推進支援 【男女家庭課】 1,347
・ 家庭力強化地域啓発事業の実施 【男女家庭課】 975
・ 子育て応援ネットの推進 【男女家庭課】 8,179
・ まちの子育てひろば事業の推進 【男女家庭課】 4,469
・ 父親の子育て参画推進事業（再掲） 【男女家庭課】 (3,445)
・ 地域・家庭の伝統行事普及推進事業の実施 【男女家庭課】 1,010
・ シニア世代から子育て世代へのふるさと伝承事業 【男女家庭課】 3,000
・ 子どもの冒険ひろば事業の推進 【青少年課】 24,603
・ ひょうご“食の健康”運動の推進 【健康増進課】 377
・ 健康づくり声かけ運動推進事業 【健康増進課】 1,658
　 　 　

(2) 子育て支援の充実
・ 私立幼稚園預かり保育推進事業の実施 【私学教育課】 495,570
・ 乳幼児子育て応援事業の実施 【私学教育課】 211,922
・ 保育所等緊急整備事業 【こども政策課】 61,538
・ 賃貸物件による保育所整備支援事業 【こども政策課】 7,268
・ 保育定員の拡大に伴う保育環境改善事業 【こども政策課】 20,000
・ 保育所等用地取得資金利子補助事業 【こども政策課】 5,423
・ 認定こども園整備事業 【こども政策課】 847,260
・ 認定こども園整備等促進事業 【こども政策課】 85,650
・ 認定こども園の適正な運営の推進 【こども政策課】 5,780
・ 子どものための教育・保育給付費県費負担金 【こども政策課】 28,090,815
・ 保育体制強化事業 【こども政策課】 45,936
・ 幼稚園耐震化整備事業（認定こども園施設整備交付金事業） 【こども政策課】 242,390
・ 防犯対策整備事業（認定こども園施設整備交付金事業） 【こども政策課】 1,200
・ 認定こども園移行促進事業（認定こども園シンポジウムの開催） 【こども政策課】 405
・ 病児・病後児保育推進事業 【こども政策課】 422,516
・ 病児・病後児保育施設整備費補助 【こども政策課】 38,110
・ 診療所型小規模病児保育事業 【こども政策課】 13,500
・ 一時預かり事業 【こども政策課】 798,919
・ 延長保育事業 【こども政策課】 400,232
・ 延長保育充実支援事業 【こども政策課】 8,030
・ 多様な主体の参入促進・能力活用事業（新規参入施設への巡回支援） 【こども政策課】 3,732
・ 地域子育て支援拠点事業 【こども政策課】 617,262
・ 乳幼児子育て応援事業（民間保育所） 【こども政策課】 573,960
・ わくわく保育所開設事業 【こども政策課】 2,506
・ 保育士キャリアアップ研修事業 【こども政策課】 7,903
・ 保育の質向上のための処遇改善（民間社会福祉施設運営支援事業の拡充） 【こども政策課】 30,360
・ 潜在保育士復職支援研修 【こども政策課】 3,915
・ 保育人材確保対策貸付事業費補助 【こども政策課】 －
・ 助産師等を活用した保育従事者の質の向上のための研修事業 【こども政策課】 274
・ 保育士・保育所支援センター開設等事業 【こども政策課】 16,213
・ 保育士人材確保研修事業 【こども政策課】 1,056
・ 特色ある保育の推進 【こども政策課】 2,268
・ 保育教諭確保のための資格取得支援 【こども政策課】 15,346
・ 子育て支援員認定等研修 【こども政策課】 12,370
・ 保育士資格登録事務事業 【こども政策課】 15,761
・ 公立幼保連携型認定こども園の新規採用教員研修 【こども政策課】 17,430
・ ひょうご保育料軽減事業 【こども政策課】 379,080
・ 都市部における保育所等への賃借料支援事業 【こども政策課】 38,046
・ 保育定員弾力化緊急支援事業 【こども政策課】 20,000
・ 企業主導型保育事業促進事業 【こども政策課】 82,912
・ 保育実習充実支援事業 【こども政策課】 491
・ 子育て支援施設利用等給付 【こども政策課】 2,661,881

460,099

　重点目標３　互いに支え合う家庭と地域

41,142,278　推進項目⑥　地域ぐるみの家庭支援体制の充実

　推進項目⑤　ワーク・ライフ・バランスの推進

42,117,666
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・ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 【こども政策課】 66,103
新 幼児教育・保育のあり方検討支援事業 【こども政策課】 500
新 兵庫県病児保育士処遇改善事業 【こども政策課】 4,920
新 ひょうご保育士等キャリアパス総合促進事業 【こども政策課】 9,037
　 　 　

(3) 高齢者支援の充実
・ 認知症・高齢者相談の実施 【認知症対策室】 1,502
・ 地域支援事業の実施 【高齢政策課】 4,618,149
・ 介護保険相談センターの設置 【高齢政策課】 178
・ 介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上 【高齢政策課】 -
・ 地域包括支援推進事業 【高齢政策課】 45,376
・ 認知症地域連携の強化 【認知症対策室】 6,780

(1) 学習と啓発
・ 男女共同参画リーダー養成講座の開催（再掲） 【男女家庭課】 (363)
・ 県立嬉野台生涯教育センターの運営 【県民生活課】 94,893
・ 学習情報ネットワークシステム「ひょうごインターキャンパス」の運営 【県民生活課】 -
・ ふるさとひょうご創生塾の運営 【県民生活課】 7,120

(2) 地域における環境整備
・ 県立男女共同参画センターの運営 【男女家庭課】 59,328
・ 男女共同参画推進員（地域）の活動支援 【男女家庭課】 934
・ 「ひょうごの男女共同参画」の作成 【男女家庭課】 -
・ 「男女共同参画週間」記念事業の開催 【男女家庭課】 -
・ ひょうご男女共同参画ニュースの発行 【男女家庭課】 -
・ 人権総合情報誌「人権ジャーナルきずな」の発行 【人権推進課】 8,055

(3) 地域活動の活性化
・ くらしの安全・安心推進員による消費者被害防止活動の推進 【消費生活課】 4,109
・ 生活創造センター、但馬文教府・文化会館の運営 【県民生活課】 252,743
・ 但馬文教府の機能強化 【県民生活課】 186,682
・ いなみ野学園50周年事業の実施 【県民生活課】 0
・ 嬉野台生涯教育センター40周年記念事業の実施 【県民生活課】 0
・ 県民交流広場を活用した地域力の強化事業 【県民生活課】 244,148
・ コミュニティ応援隊事業 【県民生活課】 0
・ 地域づくり活動応援事業の実施 【県民生活課】 57,465
・ ひょうごボランタリープラザの運営 【県民生活課】 39,595
・ 「ひょうご子ども・若者応援団」活動促進事業 【青少年課】 -
・ シルバー人材センター事業費補助 【雇用就業室】 8,509
・ 人と環境が適正な調和を保つ環境適合型社会づくりの推進 【環境政策課】 210
・ 地球環境時代に適応した新しいライフスタイルの展開推進 【環境政策課】 3,110

(1) 防災・災害復興への取組の促進
・ 防災力強化県民運動の推進 【復興支援課、消防課】 1,652

(2) 防災リーダーの育成
・ 消防団への女性の入団促進 【消防課】 500
・ 自主防災組織の活性化 【消防課】 2,992
・ ひょうご防災リーダーの活動推進 【消防課】 3,343

(1) 妊娠・出産期等における母子保健の支援
・ 周産期母子医療センターの運営支援 【医務課】 279,149
・ 周産期医療協力病院の運営支援 【医務課】 4,000
・ 不妊専門相談事業 【健康増進課】 2,103
・ 特定不妊治療費助成事業の実施 【健康増進課】 412,262
新 若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業の実施 【疾病対策課】 2,000
・ 悩みを抱える妊産婦等の孤立防止対策事業 【健康増進課】 2,486
・ 市町母子保健事業の促進 【健康増進課】 -
・ 保健所保健指導機能強化事業 【健康増進課】 562
・ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 【健康増進課】 56,801
・ 養育支援訪問事業 【健康増進課】 29,097
・ 妊産婦期から始める子どものむし歯予防事業 【健康増進課】 171
・ 不育症治療支援事業 【健康増進課】 7,500

(2) 生涯にわたる心身の健康の保持増進への支援
・ 健康づくりチャレンジ企業支援制度利用促進事業 【健康増進課】 1,478
・ 企業のメンタルヘルス等推進事業 【健康増進課】 51,600
・ 職場の健康づくり機器整備事業 【健康増進課】 10,000
・ 企業従業員と家族の歯科健診受診支援事業 【健康増進課】 4,000

985,239　推進項目⑨　生涯にわたる男女の健康対策

　推進項目⑦　地域における男女共同参画の推進 966,901

　推進項目⑧　男女共同参画の視点に立った防災体制の推進 8,487

2,632,396　重点目標４　安心して生活できる環境の整備
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・ 「健康体操」普及促進事業 【健康増進課】 1,118
・ 不妊専門相談事業（再掲） 【健康増進課】 (2103)
・ 特定健診・特定保健指導実施体制支援事業 【健康増進課】 340
・ 「まちの保健室」による健康づくり推進事業の実施 【健康増進課】 17,847
・ ひょうご“食の健康”運動の推進（再掲） 【健康増進課】 (377)
拡 企業におけるがん検診受診の促進 【疾病対策課】 35,469
・ エイズ・性感染症対策の推進 【疾病対策課】 1,809
・ ひょうご女性スポーツの会の活動支援 【スポーツ振興課】 5,000

(3) 健康被害への対策の推進
・ 「兵庫県いのちと心のサポートダイヤル」の設置 【いのち対策室】 43,861

　 ・ 受動喫煙対策等の推進 【健康増進課】 15,311
　 ・ 薬物乱用防止啓発活動の実施 【薬務課】 1,275

(1) ＤＶ対策等の推進
・ 女性問題カウンセラーの設置 【男女家庭課】 15,684
・ ＤＶ法律相談の実施 【児童課】 494
・ 女性家庭センター（配偶者暴力相談支援センター）の運営 【児童課】 49,880
・ 女性家庭センター一時保護所の運営 【児童課】 6,451
・ 女性家庭センター緊急一時保護委託 【児童課】 12,083
・ ＤＶ防止・被害者保護計画推進強化事業 【児童課】 25,819

　 ・ 県営住宅への優先入居、即時入居可能な住宅の配置 【住宅管理課】 -
・ 配偶者等暴力相談受理体制の充実 【警察本部人身安全対策課】 5,578
・ ＤＶ防止法の厳正な運用 【警察本部人身安全対策課】 -
・ ストーカー・DV相談電話の設置 【警察本部人身安全対策課】 246

(2) 児童・高齢者虐待防止対策等の推進

① 児童虐待防止対策の推進
・ 虐待した親等への家族再統合指導事業の実施 【児童課】 29,156
・ 関係機関連携強化事業 【児童課】 30,362
・ ひょうご児童虐待防止サポーター事業 【児童課】 4,226

② 高齢者虐待防止対策の推進
・ 認知症・高齢者相談の実施（再掲） 【認知症対策室】 (1,502)
・ 高齢者虐待の防止の強化 【高齢政策課】 3,394
・ 認知症ケア人材の育成（法人後見・市民後見体制整備事業） 【認知症対策室】 3,621

　 ・ 地域支援事業の実施（再掲） 【高齢政策課】 (4,618,149)

③被害・犯罪防止と被害者支援
・ ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」の運営 【地域安全課】 9,902
・ ひょうご人権ネットワーク会議の運営 【人権推進課】 17
・ 青少年愛護条例等に基づく良好な社会環境づくりの推進 【青少年課】 675
・ 被害者支援連絡協議会の開催 【警察本部警務課】 309
・ 少年相談室（ヤングトーク）の運用 【警察本部少年課】 485
・ ひょうご防犯ネットによる防犯情報等の配信 【警察本部生活安全企画課】 4,299
・ 売春防止法等の厳正な運用 【警察本部生活環境課】 -
・ 相談電話「性犯罪被害１１０番」の設置 【警察本部捜査第一課】 -

(3) 貧困等支援を必要とする家庭へのセーフティネットの整備
・ 母子・父子自立支援員の設置 【児童課】 346

（統合・拡充） ひとり親家庭就業支援事業の実施 【児童課】 26,163

(1) 高齢者、障害者、外国人等が安心して生活できる環境の整備
・ 地域高齢者大学の運営 【県民生活課】 -
・ いなみ野学園の運営 【県民生活課】 27,861
・ 阪神シニアカレッジの運営 【県民生活課】 47,197
・ 兵庫県生きがい創造協会の運営 【県民生活課】 94,906
・ 地域安全まちづくり推進員の設置 【地域安全課】 1,660
・ まちづくり防犯グループの活動支援 【地域安全課】 40,000
・ ひょうご地域安全ＳＯＳキャッチ事業の推進 【地域安全課】 7,462
・ 地域で守る！子どもの安全安心確保事業 【地域安全課】 8,429
・ 日常生活自立支援事業の実施 【地域福祉課】 136,174
・ 若年性認知症支援体制整備推進事業 【認知症対策室】 15,687
・ 人生いきいき住宅助成事業の推進 【高齢政策課・都市政策課】 373,251
・ グループホーム利用者に対する家賃助成 【障害福祉課】 144,765
・ グループホーム新規開設サポート事業 【障害福祉課】 2,010
・ みんなの声かけ運動の推進・充実強化 【ユニバーサル推進課】 6,667
・ ユニバーサル社会づくり兵庫県率先行動計画推進事業 【ユニバーサル推進課】 144
・ ユニバーサル社会づくり普及推進事業 【ユニバーサル推進課】 261
・ 兵庫ゆずりあい駐車場の推進 【ユニバーサル推進課】 -
・ メールマガジン「ユニバーサルひょうご通信」の発行 【ユニバーサル推進課】 -
・ シルバー人材センター事業費補助（再掲） 【雇用就業室】 (8,509)
・ 障害者雇用就業・定着拡大推進事業 【雇用就業室】 48,330

　 ・ 外国人県民共生会議の設置 【国際交流課】 292

　推進項目⑩　生活のセーフティネット

　推進項目⑪　多様な人々が安心して生活できる環境の整備 1,417,967

229,190
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・ 外国人県民相談・情報提供 【国際交流課】 41,615
・ 多言語による情報提供 【国際交流課】 -
・ 公共交通バリアフリー化の促進 【都市政策課】 420,756

(2) 複合的に困難な状況にある人々への支援

新 性的少数者の理解促進 【人権推進課】 500

(1) 就労と自立支援
・ 若者しごと倶楽部の運営（ひょうご・しごと情報広場の内数） 【雇用就業室】 8,264
拡 大学生インターンシップ推進事業 【雇用就業室】 22,567
・ 高校生就業体験事業－インターンシップ推進プラン－の実施 【高校教育課】 3,867
・ 地域とつなぐ産業教育フェアの開催 【高校教育課】 3,716

(2) 出会い、交流と仲間づくりの支援
拡 出会い・結婚支援事業 【男女家庭課】 136,314
・ ＵＩＪターン出会いサポート東京センター事業 【男女家庭課】 13,057
・ ＤＶ防止・被害者保護計画推進強化事業（再掲） 【児童課】 (25,819)
・ 子どもの冒険ひろば事業の推進（再掲） 【青少年課】 （24,603）

(3) ひきこもり等の問題を抱える若者への支援
・ 県立神出学園の運営 【青少年課】 91,265
・ 県立山の学校の運営 【青少年課】 51,141
・ ひょうごユースケアネット推進会議（子ども・若者支援地域協議会）の運営 【青少年課】 -
・ 兵庫ひきこもり相談支援センターの運営 【青少年課】 17,701

(1) 男女共同参画の視点に立った教育の推進
・ 生涯学習情報コーナーの運営 【県民生活課】 10,282
・ 教職員に対する意識啓発 【教職員課】 -
・ 女性教職員の管理職への登用推進 【教職員課】 -
・ 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」推進事業の実施 【義務教育課】 173,806
・ 兵庫県立教育研修所カリキュラムにおける研修の実施 【高校教育課】 400
・ 人権教育資料の活用 【人権教育課】 -

　 ・ 人権教育指導者等研修事業の実施 【人権教育課】 1,305
・ ＤＶ・児童虐待防止に向けた教育の推進 【人権教育課】 -

(2) 多様な選択を可能にする進路指導の推進
・ 進路指導部長研修の実施 【高校教育課】 85
・ 高等学校における職業教育の充実 【高校教育課】 166,933

(1) 推進体制の強化

① 推進体制の整備
・ 男女共同参画推進本部の運営 【男女家庭課】 -

　 ・ 男女共同参画率先行動計画の推進 【男女家庭課】 -
・ 職員に対する意識啓発 【男女家庭課】 -

　 ・ 県立男女共同参画センターの運営（再掲） 【男女家庭課】 (59,328)
　 ・ 女性問題カウンセラーの設置（再掲） 【男女家庭課】 (15,684)
　 ・ 男女共同参画に関する統計資料の収集・提供 【男女家庭課】 -

・ 庁内男女共同参画推進員の設置 【男女家庭課、各部局】 -

② 適切な進行管理とフォローアップ
・ 男女共同参画審議会の運営 【男女家庭課】 1,093
・ 県民からの申出処理制度の運営 【男女家庭課】 148
・ 「ひょうごの男女共同参画」の作成（再掲） 【男女家庭課】 (-)

(2) 市町との連携強化
・ 各種連携会議の開催 【男女家庭課】 -

(3) 多様な関係機関との協働の推進
・ 男女共同参画推進員（地域）の活動支援（再掲） 【男女家庭課】 (934)
・ 男女共同参画審議会の運営（再掲） 【男女家庭課】 (1,093)

　推進項目⑬　多様な選択を可能にする教育・学習

　推進項目⑫　若者の就労と出会いの支援 347,892

352,811

　重点目標５　次世代への継承 700,703

 計画の推進 1,241

　女性活躍の推進施策（合計） 46,184,888
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１ 県内市町における男女共同参画施策の取組状況 

男女共同参画を実現するためには、国･県･市町が相互に連携を図るとともに、それぞれが独自性を

持った施策を推進することが必要です。特に、住民にとって最も身近な市町が果たす役割は重要です。 

県内市町の取組状況をみると、男女共同参画に関する条例を制定しているのは９市１町、計画を策

定しているのは 29市 11 町、活動拠点施設を設置している市町は 21市となっています。  

 

 

(令和２年 10月 12日現在) 

神戸市 ○（H15） ○（H28） ○（H４） ○

姫路市 ○（H28） ○（H25） ○（H13） ○

尼崎市 ○（H17） ○（H29） ○（H５） ○

明石市 - ○（H23） ○（H14） ○

西宮市 - ○（H24） ○（H12） ○

洲本市 - ○（H30） - -

芦屋市 ○（H21） ○（H30） ○（H６） ○

伊丹市 - ○（H29） ○（H10） ○

相生市 - ○（H25） ○（H15） -

豊岡市 - ○（H29） - ○

加古川市 - ○（H28） ○（H14） ○

赤穂市 ○（H17） ○（H29） ○（H10） ○

西脇市 - ○（H29） ○（H27） ○

宝塚市 ○（H14） ○（H28） ○（H元） ○

三木市 - ○（H30） ○（H14） ○

高砂市 - ○（H29） ○（H13） ○

川西市 ○（H27） ○（H30） ○（H14） ○

小野市 ○（H14） ○（H28） ○（H17） ○

三田市 - ○（H30） ○（H17） ○

加西市 - ○（H24） ○（H15） ○

丹波篠山市 - ○（H24） ○（H15） -

養父市 - ○（H29） - -

丹波市 ○（H31.4.1） ○（H30） ○（R1.10.22） ○

南あわじ市 - ○（H30） - ○

朝来市 - ○（H30） - ○

淡路市 - ○（H30） ○（H27） ○

宍粟市 ☆ ○（H22） ☆ -

加東市 - ○（H31.3） ☆ -

たつの市 - ○（H29） ☆ -

猪名川町 - ○（H29） - -

多可町 ○（H22） ○（H30） - -

稲美町 - ○（H24） - -

播磨町 - ○（H24） - -

市川町 - ○（H28） - -

福崎町 - ○（H28） - -

神河町 - ○（H28） - -

太子町 - ○（H31.3） ☆ ☆

上郡町 - - - -

佐用町 - ○（H29） - -

香美町 - ○（H28） - -

新温泉町 - ○（H29） - -

有10（24.4％） 有40 （97.6％） 有21（51.2％） 有22 （53.7％）

検討中 1 検討中 0 検討中 4 検討中 1

○ ○ ○ ○

○ ： 有     ☆ ： 検討中      - ： 無      

拠点施設
女性の就労支援拠点

（女性チャレンジひろば）

兵 庫 県

41市町（市29・町12）

合　　　計

町

(注)条例・計画・拠点・施設欄の（　）内はそれぞれ制定、現計画の策定又は整備した年。

市

市町名 条　　例 計　　画
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２ 県内市町における女性の公職参加状況 
資料：市町男女共同参画施策推進状況調査（令和２年 4月 1日現在） 

神戸市 35 R2 31.1 1,886 565 30.0% 63 6 9.5% 69 15 21.7

姫路市 40～60 R4 34.2 1,335 456 34.2% 53 6 11.3% 47 7 14.9

尼崎市 40 R3 39.7 635 252 39.7% 30 9 30.0% 42 11 26.2

明石市 30 R2 28.0 599 168 28.0% 30 3 10.0% 30 9 30.0

西宮市 - - - 861 282 32.8% 31 2 6.5% 40 6 15.0

洲本市 30 R3 25.9 587 152 25.9% 38 4 10.5% 18 2 11.1

芦屋市 40 R4 36.1 543 182 33.5% 34 6 17.6% 21 5 23.8

伊丹市 40 R3 28.8 627 180 28.7% 40 4 10.0% 28 10 35.7

相生市 30 R4 24.8 356 73 20.5% 35 4 11.4% 14 1 7.1

豊岡市 50 R3 28.6 478 134 28.0% 42 6 14.3% 23 2 8.7

加古川市 40 R2 32.9 561 171 30.5% 28 2 7.1% 31 6 19.4

赤穂市 30 R5 20.9 482 96 19.9% 39 2 5.1% 18 1 5.6

西脇市 30 R3 28.9 455 138 30.3% 34 3 8.8% 14 2 14.3

宝塚市 40～60 R2 35.4 794 281 35.4% 39 7 17.9% 26 10 38.5

三木市 40 R2 34.1 484 156 32.2% 29 9 31.0% 16 2 12.5

高砂市 30 R2 21.3 367 78 21.3% 28 2 7.1% 18 2 11.1

川西市 30 R4 27.8 630 175 27.8% 38 4 10.5% 26 10 38.5

小野市 40 R3 33.0 304 108 35.5% 27 6 22.2% 16 7 43.8

三田市 35 R4 33.4 748 275 36.8% 26 9 34.6% 22 5 22.7

加西市 - - - 260 45 17.3% 28 1 3.6% 15 1 6.7

丹波篠山市 30 R3 25.3 768 199 25.9% 33 4 12.1% 18 4 22.2

養父市 - - - 200 40 20.0% 31 3 9.7% 14 0 0.0

丹波市 35 R4 27.0 722 210 29.1% 26 3 11.5% 20 4 20.0

南あわじ市 30 R4 27.2 518 141 27.2% 33 4 12.1% 18 2 11.1

朝来市 30 R4 26.5 442 117 26.5% 28 2 7.1% 18 1 5.6

淡路市 30 R4 24.1 361 92 25.5% 30 2 6.7% 18 0 0.0

宍粟市 40 R11 34.5 482 169 35.1% 42 5 11.9% 16 2 12.5

加東市 30 R5 26.1 378 101 26.7% 36 2 5.6% 16 2 12.5

たつの市 30 R2 19.8 314 56 17.8% 33 2 6.1% 22 2 9.1

猪名川町 40 R3 21.7 175 37 21.1% 19 1 5.3% 16 6 37.5

多可町 30 R9 22.3 373 83 22.3% 22 1 4.5% 14 2 14.3

稲美町 - - - 155 39 25.2% 29 2 6.9% 14 4 28.6

播磨町 - - - 253 61 24.1% 36 2 5.6% 14 6 42.9

市川町 20 R2 23.8 168 40 23.8% 20 0 0.0% 12 1 8.3

福崎町 32 R7 28.2 261 43 16.5% 21 0 0.0% 14 1 7.1

神河町 - - - 168 34 20.2% 21 1 4.8% 11 0 0.0

太子町 30 R4 18.5 97 21 21.6% 18 2 11.1% 15 1 6.7

上郡町 - - - 212 41 19.3% 19 0 0.0% 10 1 10.0

佐用町 - - - 300 50 16.7% 44 4 9.1% 14 1 7.1

香美町 40 R2 19.5 200 39 19.5% 25 1 4.0% 16 1 6.3

新温泉町 30 R3 25.2 159 42 26.4% 16 0 0.0% 16 1 6.3

　

35% R2 33.0 1,613 512 31.7 56 8 14.3 86 13 15.1兵庫県

18.128.5 1,294 136 10.5 860- 19,698 5,622

市

市町名
議員数

うち女性

議員数

女性委

員割合

町

女性議

員割合
目標値

目標

年度

対象審議会

女性比率

委員

総数

うち女性

委員数

女性委

員割合

委員

総数

156合　　　計 - -

審議会等登用目標※１ 審議会登用状況※２ 防災会議※３ 議員

うち女性

委員数

 
※備考：１ 目標の対象となる審議会の範囲は市町により異なる。 

２ 対象となる審議会等は地方自治法（第２０２条の３）に基づき設置するものである。 

○地方自治法第２０２条の３・・・「普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれ

に基づく政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項につ

いて調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。 

※備考：  ３ 防災会議は、会長を含む数値。 
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資料：市町男女共同参画施策推進状況調査令和２年 4月 1日現在） 

※備考：４ 対象は正規職員である。 

※備考：  ５ 対象職種は、一般行政職、研究職、医師職、看護・保健職、消防職等である（ただし、公立学校の

校長・教頭等は除く。）。管理職は、本庁課長相当職以上としたが、市町により回答の基準が異なる

ため、管理職総数は大きく異なる。 

神戸市 289 178 61.6 13,058 4,486 34.4 1,020 146 14.3%

姫路市 131 69 52.7 3,745 1,265 33.8 307 33 10.7%

尼崎市 89 52 58.4 3,135 1,087 34.7 274 30 10.9%

明石市 87 72 82.8 1,511 578 38.3 289 60 20.8%

西宮市 117 47 40.2 3,704 1,354 36.6 370 49 13.2%

洲本市 9 4 44.4 418 186 44.5 50 3 6.0%

芦屋市 55 25 45.5 1,035 519 50.1 163 55 33.7%

伊丹市 21 5 23.8 833 305 36.6 291 73 25.1%

相生市 21 14 66.7 279 120 43.0 46 5 10.9%

豊岡市 34 14 41.2 886 278 31.4 126 13 10.3%

加古川市 65 28 43.1 1,653 534 32.3 147 8 5.4%

赤穂市 68 36 52.9 949 492 51.8 160 50 31.3%

西脇市 49 33 67.3 741 444 59.9 108 29 26.9%

宝塚市 94 45 47.9 2,319 1,115 48.1 162 27 16.7%

三木市 41 12 29.3 520 154 29.6 100 17 17.0%

高砂市 60 38 63.3 935 426 45.6 161 39 24.2%

川西市 40 25 62.5 1,078 413 38.3 138 18 13.0%

小野市 15 6 40.0 331 76 23.0 68 4 5.9%

三田市 73 47 64.4 1,178 506 43.0 271 60 22.1%

加西市 45 21 46.7 619 329 53.2 137 39 28.5%

丹波篠山市 17 9 52.9 465 174 37.4 79 13 16.5%

養父市 10 7 70.0 293 110 37.5 56 9 16.1%

丹波市 32 13 40.6 645 216 33.5 76 10 13.2%

南あわじ市 14 9 64.3 470 237 50.4 43 5 11.6%

朝来市 18 12 66.7 325 130 40.0 84 23 27.4%

淡路市 23 17 73.9 407 173 42.5 76 15 19.7%

宍粟市 26 18 69.2 671 338 50.4 95 17 17.9%

加東市 20 12 60.0 472 259 54.9 72 21 29.2%

たつの市 30 12 40.0 544 214 39.3 169 43 25.4%

猪名川町 9 3 33.3 259 85 32.8 27 4 14.8%

多可町 3 2 66.7 208 83 39.9 20 5 25.0%

稲美町 6 2 33.3 164 61 37.2 32 5 15.6%

播磨町 7 3 42.9 161 61 37.9 21 1 4.8%

市川町 2 1 50.0 128 62 48.4 23 7 30.4%

福崎町 5 3 60.0 156 79 50.6 23 3 13.0%

神河町 5 4 80.0 120 31 25.8 36 8 22.2%

太子町 14 8 57.1 195 88 45.1 21 1 4.8%

上郡町 3 2 66.7 159 52 32.7 15 1 6.7%

佐用町 9 4 44.4 248 87 35.1 52 9 17.3%

香美町 13 7 53.8 288 115 39.9 28 3 10.7%

新温泉町 21 9 42.9 267 116 43.4 36 8 22.2%

　

1,240 610 49.2 25,963 8,393 32.3 934 126 13.5

17.7

兵庫県

1,690 928 54.9 45,572 17,438 38.3 5,472

女性職員

割合
管理職数

969

うち女性

管理職数

女性管理職

割合

市

職員数
うち女性

職員数

女性職員

割合

市町名

採用職員 職員数 ※４ 管理職　※５

採用

職員数

うち女性

職員数

合　　　計

町



第３部 市町の男女共同参画の取組状況 

 - 38 - 

○審議会等委員への女性の登用 

 県内各市町における審議会等への女性の登用状況について、単純平均でみると、市 29.6％、町 21.0％

（図１、２）となっており、市町全体では 28.5％と、前年度より 0.5ポイント上昇しています。 

 このうち、33市町では、女性委員の登用率について数値目標を掲げ、登用推進に向けて取り組んでい

ます。 

 

 

 

資料：「男女共同参画施策の推進状況調査」（令和２年） 

※対象は法令（法律、条例）設置の審議会等（令和２年４月１日現在） 
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また、その内防災会議に占める女性の割合をみると、単純平均で市 12.2％、町 4.8％（図３、４）と 

なっており、市町全体では 10.5％と、前年度より 0.6ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画施策の推進状況調査」（令和２年） 

※調査時点、令和２年４月１日現在 
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○地方議会への女性の参画 

県内各市町の議員に占める女性の割合をみると、単純平均で市 18.9％、町 15.1％となっており（図

５、６）、市町全体では 18.1％と、前年度より 1.3 ポイント上昇しています。また、議員に占める女性

割合が０％の自治体は２市１町となっています。 

 

 

 

 

 
 

資料：「男女共同参画施策の推進状況調査」（令和２年） 
※調査時点、令和２年４月１日現在 
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○採用に占める女性の割合 

 県内各市町における採用に占める女性の割合をみると、単純平均で市 55.2％、町 49.5％となってお

り（図７、８）、市町全体では 54.9％と、前年度より 0.5ポイント上昇しています。 

 

 
 

 

 

 

資料：「男女共同参画施策の推進状況調査」（令和２年） 

※調査時点、令和２年４月１日現在 
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○職員に占める女性の割合 

 県内各市町の職員に占める女性の割合をみると、毎年変動はあるものの、単純平均で市 38.2％、町

39.1％となっており（図９、10）、市町全体では 38.3％と、前年度より 0.3ポイント低下しています。 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画施策の推進状況調査」（令和２年） 

※調査時点、令和２年４月１日現在 
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一方で、管理職（本庁課長相当職以上）に占める女性の割合をみると、単純平均で市 17.8％、町 16.5％

となっており（図 11、12）、市町全体では 17.7％と、前年度より 0.7ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画施策の推進状況調査」（令和２年） 

※調査時点、令和２年４月１日現在 
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３ 市町ＤＶ基本計画策定及び配偶者暴力相談支援センター設置状況 
（令和２年 4月 1日現在） 

（注）形式については、「単」はＤＶ対策のみの単独計画を、「男女」は男女共同参画計画内にＤＶ計画を含むこ

とを表す。 

今後予定 設置済み 今後予定

策定（改定）年月 形式(※） 策定予定時期 (設置年月） 設置予定時期

神戸市 H28.3 単 H18.11

姫路市 H29.3 単 H24.7

尼崎市 H30.3 単 H25.4

明石市 H23.3 男女 H26.4

西宮市 H31.3 男女 H24.9

洲本市 H25.4 男女 予定なし

芦屋市 H30.3 単 H23.11

伊丹市 Ｒ2.3 単 H22.4

相生市 H25.3 単 予定なし

豊岡市 H29.3 男女 未定

加古川市 H28.3 単 H24.4

赤穂市 H26.3 男女 予定なし

西脇市 H29.3 男女 未定

宝塚市 H28.3 男女 H23.7

三木市 H30.3 男女 H25.4

高砂市 H30.2 単 未定

川西市 H30.3 男女 H28.4

小野市 H23.4 男女 H28.11

三田市 H30.3 男女 H27.4

加西市 H29.3 単 H26.4

丹波篠山市 H24.12 男女 未定

養父市 H29.3 単 未定

丹波市 H30.3 単 Ｒ2.4

南あわじ市 H28.7 単 未定

朝来市 H30.3 男女 未定

淡路市 H30.3 男女 未定

宍粟市 H28.4 単 予定なし

加東市 H31.3 単 H29.4

たつの市 H29.3 男女 未定

猪名川町 H29.3 男女 H24.4

多可町 H30.3 男女 未定

稲美町 H24.3 男女 未定

播磨町 H24.4 男女 未定

市川町 H28.3 男女 予定なし

福崎町 H28.3 男女 予定なし

神河町 H28.3 男女 予定なし

太子町 H31.3 男女 予定なし

上郡町 H30.6 単 予定なし

佐用町 H29.3 男女 予定なし

香美町 H28.3 男女 未定

新温泉町 H30.3 男女 未定

市

町

合　計

市町名

ＤＶ基本計画の策定 配偶者暴力相談支援センターの設置

策定済み

策定済41 未策定0 設置済17 未設置24
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４ 女性問題に関する相談機関一覧 

【県関係機関】 

機  関  名 電 話 番 号 相 談 時 間 

兵庫県立男女共同参画センター 

０７８－３６０－８５５１ 

（電話相談） 
月～土 （祝日･年末年始を除く） 

９：３０～１６：３０ 

(12:00～13:00 除く） 

０７８－３６０－８５５４ 

（面接相談(予約制)） 

月～金 （祝日･年末年始を除く） １１：００～１８：４０ 

土 （祝日･年末年始を除く） ９：２０～１６：５０ 

兵庫県女性家庭センター ０７８－７３２－７７００ 毎日 ９：００～２１：００ 

 

【兵庫県警関係機関】 

機  関  名 電 話 番 号 相 談 時 間 

性犯罪被害１１０番 ０１２０－５７－８１０３ 毎日 ２４時間 

ストーカー・ＤＶ相談電話 ０７８－３７１－７８３０ 毎日 ２４時間 

 

【県内配偶者暴力相談支援センター】 

機  関  名 電 話 番 号 相 談 時 間 

神戸市配偶者暴力相談支援センター 
０７８－３８２－００３７ 
（電話・面接相談） 

毎日 
(12 月 28 日～1 月 4 日を除く) 

９：００～１７：００ 

姫路市配偶者暴力相談支援センター 
０７９－２２１－１５３２ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

８：５０～１７：２０ 

尼崎市配偶者暴力相談支援センター 
０６－４９５０－０５８９ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：３０ 

明石市配偶者暴力相談支援センター 
０７８－９１８－５１８６ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

８：５５～１７：４０ 

西宮市配偶者暴力相談支援センター 
０７９８－２３－６０１１ 
（電話相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：３０ 

芦屋市配偶者暴力相談支援センター 
０７９７－３８－９１００ 
（電話相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：３０ 
(12:00～12:45 除く） 

伊丹市配偶者暴力相談支援センター 
０７２－７８０－４３２７ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：３０ 

加古川市配偶者暴力相談支援センター 
０７９－４２７－２９２８ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：００ 

宝塚市配偶者暴力相談支援センター 
０７９７－７７－９１２１ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：３０ 

三木市配偶者暴力相談支援センター 
０７９４－８２－８３００ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：００ 

川西市配偶者暴力相談支援センター 
０７２－７５８－０７０８ 
（電話相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：３０ 

小野市配偶者暴力相談支援センター 
０７９４－６３－１１１６ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：００ 

三田市配偶者暴力相談支援センター 
０７９－５６３－７８３０ 
（電話・面接相談） 

月～金、第 2･4土曜日 
(祝日・年末年始を除く) 

１０：００～１７：３０ 

加西市配偶者暴力相談支援センター 
０７９０－４２－８７３６ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

８：３０～１７：１５ 

丹波市配偶者暴力相談支援センター 
0795-86-8730 
（電話相談） 

月～金 
(祝日･年末年始を除く) 

8：30～17：15 

加東市配偶者暴力相談支援センター 
０７９５－４３－０４１１ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

８：３０～１７：００ 

猪名川町生活部こども課 
０７２－７６７－７４７７ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：００ 
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【県内市町機関】 

機  関  名 電 話 番 号 相 談 時 間 

神戸市男女共同参画センター 

０７８－３６１－８３６１ 
（電話相談） 

火～土 
(祝日 ・年末年始を除 く ) 

１０：００～１５：００ 
(12:00～13:00 除く） 

０７８－３６１－８９３５ 
（面接相談（予約制）） 

火～日 (年末年始を除く) ９：００～１７：００ 

姫路市男女共同参画推進センター  

０７９－２８７－０８０１ 
（電話相談） 

火 
１０：００～１６：００ 
(12:00～13:00 除く） 

水・金 
１０：００～１８：００ 
(12:00～13:00 除く） 

０７９－２８７－０８０７ 
（面接相談(予約制)） 

火・木・土 
１０：００～１６：００ 
(12:00～13:00 除く） 

水・金 
１０：００～１８：００ 
(12:00～13:00 除く） 

尼崎市立女性・勤労婦人センター 

０６－６４３６－８６３６ 
（電話相談） 

水・金・土 
１０：００～２０：００ 
(12:00～13:00、16:00～18:00 除く） 

０６－６４３６－６３３１ 
（面接相談(予約制)） 

火・木 
１０：００～２０：００ 
(12:00～13:00、16:00～18:00 除く) 

（第１・２・４・５木は 16:00 まで） 

あかし男女共同参画センター 

０７８－９１８－５６１１ 
（電話相談） 

火～土 (年末年始を除く) 
９：００～１２：３０ 
１３：３０～１７：００ 

０７８－９１８－５６１１ 
（面接相談(予約制)） 

火～土 (年末年始を除く) 
９：００～１２：３０ 
１３：３０～１７：００ 

西宮市男女共同参画センター 

０７９８－６４－９４９９ 
（電話相談） 

月・木 
(祝日 ・年末年始を除 く ) 

１０：００～１６：００ 
(12:00～13:00 除く） 

０７９８－６４－９４９８ 
（面接相談(予約制)） 

火・水・土 
(祝日 ・年末年始を除 く ) 

１０：００～１６：３０ 
(12:00～13:00 除く） 

芦屋市男女共同参画センター 
０７９７－３８－２０２２ 
（面接相談(予約制)） 

家事相談 
第３金 

①１０：００～１２：００ 
②１１：００～１６：００ 
(12:00～13:00 除く） 

心の悩み相談 
第１、２、４、５金 

１０：００～１６：００ 
(12:00～13:00 除く） 

法律相談 
第１水 (偶数月 )、第２土 (奇数月 ) 

１４：００～１６：００ 

伊丹市立男女共同参画センター 

072-781-5516 
（面接相談(予約制)） 

女性のためのカウンセリ
ング 
毎週火曜日 

10：00～14：00 

072-781-5531 
（電話相談） 

女性のための悩み電話
相談 
毎週月曜日､第１日曜日 

10：00～14：00 

072-781-5516 
面接（予約制） 

女性のための法律相談 
第 1 水曜日 

10：00～13：00 

相生市男女共同参画センター 
０７９１－２３－７１３０ 
（電話・面接相談） 

第１火 
(祝日・年末年始を除く) 

１３：３０～１６：２０ 

加古川市こども部家庭支援課 
０７９－４２７－９２９３ 
（女性相談/電話・面接相談）  

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：００ 

赤穂市女性交流センター 
０７９１－４３－７８００ 
（女性相談/電話相談） 

火～金 
(祝日・年末年始を除く) 

１３：００～１６：００ 

西脇市こども福祉課 
０７９５－２２－３１１１ 
（電話・面接相談） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

８：３０～１７：１５ 
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宝塚市立男女共同参画センター 

０７９７－８６－３４８８ 
（電話相談） 

月・火・木・金 
第２・３・４土(祝日を除く) 

１０：００～１６：００ 
(12:00～13:00 除く) 

０７９７－８６－４００６ 
（面接相談(予約制)） 

第２・４水(祝日を除く) １０：００～１２：５０ 

機  関  名 電話番号 相 談 時 間 

三木市男女共同参画センター 

０７９４－８９－２３５４ 
（電話相談） 

火 (祝日・年末年始を除く) １０：００～１２：００ 

木 (祝日・年末年始を除く) １３：００～１６：００ 

０７９４－８９－２３３１ 
（面接相談(予約制)） 

火 (祝日・年末年始を除く) １３：００～１６：００ 

木 (祝日・年末年始を除く) １０：００～１２：００ 

高砂市男女共同参画センター 
０７９－４４３－９１３４ 
（電話相談） 

（面接相談(予約制)） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：３０～１７：００ 
(12:00～13:00 除く） 

川西市男女共同参画センター 

０７２－７５９－１８５６ 
（電話・面接相談（予約制）） 

火・水・木  
(祝日・年末年始を除く) 

１２：００～１４:５０ 

０７２－７５９－１８５７ 
（電話相談） 

月・金 
(祝日・年末年始を除く) 

１０：００～１２：００ 

小野市男女共同参画センター 

０７９４－６３－８２５０ 
（電話相談） 

木 (祝日・年末年始を除く) 

９：３０～１１：３０ 

０７９４－６３－８２５０ 
（面接相談(予約制)） 

１３：００～１６：００ 

三田市まちづくり協働センター 
０７９－５６３－８０００ 
（電話・面接相談 (予約制)） 

月～金、第２・４土 
(祝日・年末年始を除く) 

１０：００～１７：３０ 

加西市健康福祉部地域福祉課 
０７９０－４２－８７０９ 
（母子・女性・DV相談） 

月～金 ８：３０～１７：００ 

丹波篠山市男女共同参画センター 
０７９－５５２－６９２６ 
（電話相談） 

（面接相談(予約制)） 

月～金 
(祝日・年末年始を除く) 

９：００～１７：００ 

丹波市男女共同参画センター 
０７９５－８２－８６８４ 
（電話・面接相談 (予約制)） 

原則、第２・４火  
（祝日を除く） 

１０：３０～１３：５０ 
(12:20～13:00 除く) 

南あわじ市市民福祉部 
子育てゆめるん課 

０７９９－４３－５２１９ 
（電話・面接相談） 

月～金 
（祝日・年末年始を除く） 

９：００～１７：００ 

朝来市市民生活部人権推進課 
０７９－６７２－６１２２ 
（電話・面接相談） 

第２水 １２：３０～１５：３０ 

淡路市子育て応援課 
０７９９－６４－２１３４ 
（電話・面接相談） 

月～金 
（祝日・年末年始を除く） 

８：３０～１７：００ 
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５ 県内市町 男女共同参画担当一覧  
市町名 主管課・所在地 連 絡 先 ＨＰ 

神戸市 

企画調整局 

男女共同参画センター 

〒650-0016 

神戸市中央区橘通 3-4-3 

TEL 078-361-6977 

FAX 078-361-6477 

e-mail danjyo@office.city.kobe.lg.jp 

https://www.city.kob

e.lg.jp/a89138/kuras

hi/activate/cooperati

on/index.html 

姫路市 

市民局市民参画部 

男女共同参画推進課 
〒670-0012 

姫路市本町 68 番地 290 

イーグレひめじ３階 

TEL 079-287-0803 

FAX 079-287-0805 
e-mail danjosuishin@city.himeji.lg.jp 

https://www.city.him

eji.lg.jp/i-messae/ 

尼崎市 

総合政策局 

ダイバーシティ推進課 
〒660-8501 

尼崎市東七松町 1-23-1 

TEL 06-6489-6658 

FAX 06-6489-6661 
e-mail 
ama-danjo@city.amagasaki.hyogo.jp 

http://www.city.ama

gasaki.hyogo.jp 

明石市 

市民生活局 市民協働推進室 

男女共同参画課 
〒673-8686 

明石市中崎 1 丁目 5 番 1 号 

TEL 078-918-5613 

FAX 078-918-5617 

e-mail danjyo@city.akashi.lg.jp 

http://www.city.akas

hi.lg.jp/community/d

anjyo_ka/ 

西宮市 

市民局人権推進部 

男女共同参画推進課 
〒663-8204 

西宮市高松町 4 番 8 号 

プレラにしのみや４階 

TEL 0798-64-9495 

FAX 0798-64-9496 

e-mail jyosei@nishi.or.jp 

https://www.nishi.or

.jp/bunka/danjokyod

osankaku/index.html 

洲本市 
市民生活部市民課人権推進室 
〒656-8686 

洲本市本町 3-4-10 

TEL 0799-22-2580 

FAX 0799-23-0974 

e-mail shimin@city.sumoto.lg.jp 

http://www.city.sum

oto.lg.jp/ 

芦屋市 

市民生活部 
人権・男女共生課 
〒659-0064 

芦屋市精道町 8-20 

TEL 0797-38-2518 

FAX 0797-38-2175 

e-mail josei-ce@city.ashiya.lg.jp 

http://www.city.ashi

ya.lg.jp/danjo/withus

/centerwithus.html 

伊丹市 

市民自治部共生推進室 

同和・人権推進課 
〒664-8503 

伊丹市千僧 1-1 

TEL 072-784-8146 

FAX 072-780-3519 

e-mail dowajinken@city.itami.lg.jp 

http://www.city.itam

i.lg.jp/ 

相生市 
市民生活部地域振興課 
〒678-0031 

相生市旭１丁目 2-10 

TEL 0791-23-7130 

FAX 0791-23-7137 
e-mail machizukuri@city.aioi.lg.jp 

http://www.city.aioi.

lg.jp 

mailto:danjyo@office.city.kobe.lg.jp
mailto:machizukuri@city.aioi.lg
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市町名 主管課・所在地 連 絡 先 ＨＰ 

豊岡市 

総務部 

ワークイノベーション推進室 
〒668-8666 

豊岡市中央町 2-4 

TEL 0796-21-9004 

FAX 0796-23-6604 
e-mail w-innv@city.toyooka.lg.jp 

http://www.city.toyo

oka.lg.jp 

加古川市 

協働推進部 

男女共同参画センター 
〒675-0031 

加古川市加古川町北在家 2718 

青少年女性センター2 階 

TEL 079-424-7172 

FAX 079-454-4190 

e-mail danjyo@city.kakogawa.ｌg.jp 

http://www.city.kak

ogawa.lg.jp/ 

赤穂市 

市民部市民対話課  

人権・男女共同参画係 
〒678-0292 

赤穂市加里屋 81 番地 

TEL 0791-43-6818 

FAX 0791-43-6810 

e-mail jinken@city.ako.lg.jp 

http://www.city.ako.

lg.jp/ 

西脇市 
都市経営部 茜が丘複合施設 
〒677-0057 

西脇市野村町茜が丘 16-1 

TEL 0795-25-2800 

FAX 0795-25-2220 
e-mail danjyo-c @city.nishiwaki.lg.jp 

https://www.city.nis

hiwaki.lg.jp/miraie/ 

宝塚市 

総務部人権平和室 

人権男女共同参画課 
〒665-8665 

宝塚市東洋町 1 番 1 号 

TEL 0797-77-9100 

FAX 0797-77-2171 
e-mail 
m-takarazuka0018@city.takarazuka.lg.jp 

http://www.city.taka

razuka.hyogo.jp 

三木市 
市民生活部人権推進課 
〒673-0433 

三木市福井 1933-12 教育センター３階 

TEL 0794-89-2331 

FAX 0794-89-2331 

e-mail jinken@city.miki.lg.jp 

https://www.city.mik

i.lg.jp/ 

高砂市 
こども未来部未来戦略推進室 
〒676-8501 

高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 

TEL 079-443-9133 

FAX 079-443-9080 
e-mail cocot@city.takasago.lg.jp 

http://www.city.taka

sago.lg.jp/ 

川西市 
市民環境部人権推進課 
〒666-8501 

川西市中央町 12-1 

TEL 072-740-1150 

FAX 072-740-1151 
e-mail kawa0014@city.kawanishi.lg.jp 

http://www.city.kaw

anishi.hyogo.jp 

小野市 
市民安全部 ヒューマンライフＧ 
〒675-1380 

小野市中島町 531 番地 

TEL 0794-63-4311 

FAX 0794-63-3690 

e-mail danjo@city.ono.hyogo.jp 

http://www.city.ono.

hyogo.jp/ 
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市町名 名 称（愛称）・所在地 連 絡 先 ＨＰ 

三田市 

地域創生部市民協働室 

まちづくり協働センター 
〒669-1528 

三田市駅前町 2 番 1 号 

TEL 079-563-8000 
e-mail machizukuri_u@city.sanda.lg.jp 

http://www.city.sand

a.lg.jp 

加西市 
ふるさと創造部ふるさと創造課 
〒675-2395 

加西市北条町横尾 1000 番地 

TEL 0790-42-8706 

FAX 0790-42-8745 

e-mail furuso@city.kasai.lg.jp 

http://www.city.kasa

i.hyogo.jp/ 

丹波篠山市 
市民生活部人権推進課 
〒669-2397 

丹波篠山市北新町 41 

TEL 079-552-6926 

FAX 079-554-2332 
e-mail 
jinken_div@city.sasayama.hyogo.jp 

http://www.city.sasa

yama.hyogo.jp/ 

養父市 
市民生活部人権・協働課 
〒667-8651 

養父市八鹿町八鹿 1675 

TEL 079-662-7601 

FAX 079-662-7491 
e-mail jinken_kyoudou@city.yabu.lg.jp 

https://www.city.yab

u.hyogo.jp/ 

丹波市 

まちづくり部人権啓発センター 

男女共同参画推進係 
〒669-3467 

丹波市氷上町本郷 300 番地 

丹波ゆめタウン２階 

TEL 0795-82-8684 

FAX 0795-82-8692 
e-mail 
danjyo-center@city.tamba.lg.jp 

http://www.city.tam

ba. lg.jp 

南あわじ市 
総務企画部ふるさと創生課 
〒656-0４92 

南あわじ市市善光寺 22 番地 1 

TEL 0799-43-5205 

FAX 0799-43-5305 
e-mail 
furusato@city.minamiawaji.hyogo.jp 

http://www.city.mina

miawaji.hyogo.jp 

朝来市 
市民生活部人権推進課 
〒669-5292 

朝来市和田山町東谷 213 番地 1 

TEL 079-672-6122 

FAX 079-672-4041 
e-mail jinkensuishin@city.asago.lg.jp 

http://www.city.asag

o.hyogo.jp 

淡路市 
市民生活部市民人権課 
〒656-2292 

淡路市生穂新島 8 番地 

TEL 0799-64-0001 

FAX 0799-64-2528 
e-mail awaji_shimin@city.awaji.lg.jp 

http://www.city.awaj

i.lg.jp/ 

宍粟市 
まちづくり推進部人権推進課 
〒671-2576 

宍粟市山崎町鹿沢６５番地３ 

TEL 0790-63-0840 

FAX 0790-63-0841 
e-mail 
shiminsodan-kk@city.shiso.lg.jp 

https://www.city.shi

so.lg.jp/ 
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市町名 名 称（愛称）・所在地 連 絡 先 ＨＰ 

加東市 
市民協働部人権協働課 
〒673-1493 

加東市社 50 番地 加東市役所１階 

TEL 0795-43-0544 

FAX 0795-42-1735 
e-mail jinken-kyodo@city.kato.lg.jp 

http://www.city.kato

.lg.jp/ 

たつの市 
市民生活部人権推進課 
〒679-4192 

たつの市龍野町富永 1005-1 

TEL 0791-64-3151 

FAX 0791-63-2594 
e-mail 
jinkensuishin@city.tatsuno.lg.jp 

http://www.city.tats

uno.lg.jp/ 

猪名川町 
生活部福祉課人権推進室 
〒666-0227 

川辺郡猪名川町笹尾字黒添ヱ 22 番地の 1  

TEL 072-768-0217 

FAX 072-768-0468 
e-mail 
inagawa-jinken@town.inagawa.lg.jp 

http://www.town.ina

gawa.ｌｇ.jp 

多可町 
生涯学習課 
〒679-1114 

多可郡多可町中区岸上 281-51 

TEL 0795-32-5122 

FAX 0795-32-1937 

e-mail newlife@town.taka.lg.jp 

http://www.town.tak

a.lg.jp/ 

稲美町 
人権教育課 
〒675-1115 

加古郡稲美町国岡１－１ 

TEL 079-492-1212 

FAX 079-492-6962 
e-mail zinken@town.hyogo-inami.lg.jp 

http://www.town.hyo

go-inami.lg.jp/ 

播磨町 
生涯学習グループ 
〒675-0182 

加古郡播磨町東本荘 1 丁目 5 番 30 号 

TEL 079-435-0565 

FAX 079-437-4193 

e-mail sgaku@town.harima.lg.jp 

http://www.town.har

ima.lg.jp/ 

市川町 
企画政策課 
〒679-2392 

神崎郡市川町西川辺 165-3 

TEL 0790-26-1010 

FAX 0790-26-1049 
e-mail kikaku@town.ichikawa.lg.jp 

http://www.town.ichi

kawa.lg.jp/ 

福崎町 
教育委員会 社会教育課 
〒679-2280 

福崎町南田原 3116 番地の 1 

TEL 0790-22-0560 

FAX 0790-22-0630 
e-mail syakai@town.fukusaki.lg.jp 

http://www.town.fuk

usaki.hyogo.jp/ 

神河町 
総務課 
〒679-3116 

神崎郡神河町寺前 64 

TEL 0790-34-0001 

FAX 0790-34-0691 
e-mail 
soumu@town.kamikawa.hyogo.jp 

http://www.town.ka

mikawa.hyogo.jp/ 
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市町名 名 称（愛称）・所在地 連 絡 先 ＨＰ 

太子町 
総務部企画政策課 

〒671-1592 

揖保郡太子町鵤 280 番地 1 

TEL 079-277-5998 

FAX 079-276-3892 
e-mail 
kikaku@town.hyogo-taishi.lg.jp 

http://www.town.hyo

go-taishi.lg.jp 

上郡町 
教育総務課 総務・文化財係 

〒678-1292 

赤穂郡上郡町大持 278 

TEL 0791-52-2911 

FAX 0791-52-6221 
e-mail syakai@town.kamigori.lg.jp 

http://www.town.ka

migori.hyogo.jp/ 

佐用町 

教育委員会 

生涯学習課生涯学習推進室 

〒679-5301 

佐用郡佐用町佐用 2585 番地 

TEL 0790-82-3336 

FAX 0790-82-0313 
e-mail orihime@town.sayo.lg.jp 

http://www.town.say

o.lg.jp/ 

香美町 
町民課人権推進室 

〒669-6592 

美方郡香美町香住区香住 870 番地の 1 

TEL 0796-36-1111 

FAX 0796-36-3809 
e-mail 
choumin@town.mikata-kami.lg.jp 

http://www.town.mik

ata-kami.lg.jp/ 

新温泉町 
新温泉町文化会館 (人権推進室) 
〒669-6702 

美方郡新温泉町浜坂 2135-1 

TEL 0796-82-3328 

FAX 0796-82-4644 
e-mail 
jinken@town.shinonsen.lg.jp 

http://www.town.shi

nonsen.hyogo.jp 
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６ 県内市町 男女共同参画活動拠点施設一覧     

市町名 名 称（愛称）・所在地 連絡先・HP 開館日 

神戸市 

神戸市男女共同参画センター 
（あすてっぷＫＯＢＥ） 
〒650-0016 

神戸市中央区橘通 3-4-3 

TEL 078-361-6977 
FAX 078-361-6477 
http://www.city.kobe.lg.jp/a29530/kurashi

/activate/cooperation/asuteppu/index.html 

火曜～土曜 ９時～２１時 
日曜・祝日 ９時～１７時 
※年末年始（12/28～1/4）を除く 

姫路市 

姫路市男女共同参画推進センター 
（あいめっせ） 
〒670-0012 

姫路市本町 68-290 イーグレ姫路３階 

TEL 079-287-0803  
FAX 079-287-0805 
https://www.city.himeji.lg.jp/i-messae/ 

９時～２１時 
※年末年始（12/28～1/4）、臨時休館日を除く 

尼崎市 

尼崎市立女性・勤労婦人センター 
（尼崎市女性センター・トレピエ） 
〒661-0033 

尼崎市南武庫之荘 3-36-1 

TEL 06-6436-6331 
FAX 06-6436-5757 
http://www.amagasaki-trepied.com/ 

火曜～土曜 ９時～２１時 
日曜 ９時～１７時 
※祝日、年末年始を除く 

明石市 

あかし男女共同参画センター 
（複合型交流拠点ウィズあかし） 
〒673-0886 

明石市東仲ノ町 6-1  

アスピア明石北館７～９階 

TEL 078-918-5600 
FAX 078-918-5618 
http://a-machi.jp/center/ 

火曜～日曜 ９時～２２時 
※月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日 

※年末年始（12/29～1/3）を除く 

西宮市 

西宮市男女共同参画センター 
（ウェーブ） 
〒663-8204 

西宮市高松町 4-8 プレラにしのみ４階 

TEL 0798-64-9495 
FAX 0798-64-9496 
https://www.nishi.or.jp/bunka/danjokyodo

sankaku/index.html 

９時～２２時 
※年末年始（12/29～1/3）を除く 

芦屋市 

芦屋市男女共同参画センター 
（ウィザスあしや） 
〒659-0064 

芦屋市精道町 8-20 分庁舎１・２階 

TEL 0797-38-2023 
FAX 0797-38-2175 
http://www.city.ashiya.lg.jp/danjo/withus/

centerwithus.html 

月曜～土曜 
９時～１７時３０分 
※祝日、年末年始（12/28～1/4）を除く 

伊丹市 

伊丹市立男女共同参画センター 
（ここいろ） 
〒664-0895 
伊丹市宮ノ前 2-2-2 伊丹商工プラザ 5 階 

TEL 072-781-5516 
FAX 072-781-5530 
https://itami-kokoiro.jp/ 

月～土曜日 
9 時～２１時 
日曜日 
9 時～１７時 30 分 
※日曜日は月2回のみ開館 

※第１・３日曜日（１・５・８月除く）  

※祝・年末年始除く 

相生市 
相生市男女共同参画センター 
〒678-0031 

相生市旭 1-2-10 

TEL 0791-23-7130 
FAX 0791-23-7137 
http://www.city.aioi.lg.jp 

月曜～金曜 
８時３０分～１７時１５分 
※祝日、年末年始を除く 

加古川市 

加古川市男女共同参画センター 
〒675-0031 

加古川市加古川町北在家 2718 

青少年女性センター２階 

TEL 079-424－7172 
FAX 079-454－4190 
http://www.city.kakogawa.lg.jp/ 

火曜～土曜 
８時４５分～１７時３０分 
※祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く 

赤穂市 

赤穂市女性交流センター 
〒678-0233 

赤穂市加里屋中洲 3-55 

赤穂市民会館３階 

TEL 0791-43-7800 
FAX 0791-43-6810 
http://www.city.ako.lg.jp/shimin/jinken/jo

seikouryucenter.html/ 

火曜～金曜 １３時～１６時 
※祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く 

西脇市 

西脇市男女共同参画センター 
〒677-0057 

西脇市野村町茜が丘 16-1 

西脇市茜が丘複合施設「Miraie」 

TEL 0795-25-2800 
FAX 0795-25-2220 
httpｓ://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/ 

９時３０分～１７時 
※毎月末水曜日（祝日の場

合は以降の平日）、年末

年始（12/29～1/3）を除く                  
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市町名 名 称（愛称）・所在地 連絡先・HP 開館日 

宝塚市 
宝塚市立男女共同参画センター・エル 
〒665-0845 

宝塚市栄町 2-1-2 「ソリオ２」４階 

TEL 0797-86-4006 
FAX 0797-83-2424 
https://www.takarazuka-ell.jp/ 

月曜～土曜 ９時～２１時 
日曜・祝日 ９時～１７時 
※第２日曜、年末年始（12/29～1/3）を除く 

三木市 

三木市男女共同参画センター 
（こらぼーよ） 
〒673-0433 

三木市福井 1933-12 教育センター３階 

TEL 0794-89-2331 
FAX 0794-89-2331 
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/18/ 

月曜～金曜 ９時～１７時 
※祝日、年末年始を除く 

高砂市 
高砂市男女共同参画センター 
〒676-8501 

高砂市荒井町千鳥１-１-１ 

TEL 079-443-9133 
FAX 079-443-9080 
http://www.city.takasago.ｌｇ.ｊｐ/ 

月曜～金曜 
８時３０分～１７時１５分 
※祝日、年末年始を除く 

川西市 
川西市男女共同参画センター 
〒666-0015 

川西市小花 1-8-1 ジョイン川西内 

TEL 072-759-1856 
FAX 072-759-1891 
http://www.gesca-kawanishi.jp/ 

月曜～金曜 ９時～２０時 
土・日・祝日 ９時～１７時 
※申請により２２時まで利用可 

※第４日曜、年末年始（12/29～1/3）を除く 

小野市 

小野市男女共同参画センター 
〒675-1366 

小野市中島町７２ 

小野市うるおい交流館 エクラ内 

TEL 0794-62-6765 
FAX 0794-62-2400 
http://www.ksks-arche.jp/danjo/ 

９時～２２時 
窓口受付（９時～２０時） 
※第４火曜、年末年始（12/29～1/2）を除く 

三田市 

三田市まちづくり協働センター 
（センター内に人権・男女共同参画プラザ設置） 

〒669-1528 

三田市駅前町２番１号 

キッピーモール６階 

TEL 079-563-8000 
FAX 079-563-8001 
http://www.city.sanda.lg.jp 

１０時～２２時（センター） 
１０時～１７時（プラザ） 
１０時～１８時（行政） 
※プラザ：水曜日、年末年始（12/29～1/3）を除く  

※その他：年末年始（12/29～1/3）を除く 

加西市 

加西市男女共同参画センター 
〒675-2312 

加西市北条町北条 28-1 

アスティアかさい３階 

TEL 0790-42-0106 
FAX 0790-42-0133 
http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04k

oky/04tiik05.htm 

９時～２２時 
※年 末 年 始 （ 1 2 / 2 8～ 1 / 4 ） 

及び館内特別清掃日を除く 

丹波篠山市 

丹波篠山市男女共同参画センター 
（フィフティ） 
〒669-2397 

丹波篠山市北新町 41 市役所第２庁舎 

TEL 079-552-6926 
FAX 079-554-2332 
https://www.city.tambasasayama.lg.jp/sosh

ikikarasagasu/jinkensuishinka/index.html 

月曜～金曜 
８時３０分～１７時１５分 
※祝日、年末年始を除く 

養父市 

養父市男女共同参画センター 
〒667-8651 

養父市八鹿町八鹿 1675 

※市民生活部人権・協働課に併設 

TEL 079-662-7601 
FAX 079-662-7491 
https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/shi

minseikatsu/jinken/4/index.html 

月曜～金曜 
８時３０分～１７時１５分 
※祝日、年末年始（12/29～1/3）除く 

丹波市 

丹波市男女共同参画センター 
〒669-3467 

丹波市氷上町本郷 300 番地 

丹波ゆめタウン２階 

TEL 0795-82-8684 
FAX 0795-82-8692 
https://www.tamba-plaza.jp/danjyo-c/ 

１０時～１８時 
※月曜日、年末年始（12/29～1/３）を除く  

淡路市 
淡路市市民協働センター 
〒656-2132 

淡路市志筑新島 10-3 

TEL 0799-64-0999 
FAX 0799-70-1460 

月曜～金曜 １０時～１７時 
日曜 １０時～１８時 
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